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住　   宅   　課
建　   築   　課
開 発 指 導 課

 　議案第１０２号

  港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例について

　老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るため
の建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の
一部の施行期日を定める政令（官報抜粋）

　老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るため
の建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
（官報抜粋）

令和７年１２月１日 資料№１
建 設 常 任 委 員 会
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改正概要

１ 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための

建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(一部)

①マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正

②マンションの再生等の円滑化に関する法律

（マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正により題名の変更）

2 建築基準法施行令の一部を改正する政令（一部）
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資料①



１ 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための

建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律（一部）

令和７年５月３０日公布、 令和８年４月１日施行

公布の日から起算して６月を超えない範囲内（令和７年１１月２８日）

〃 ２年を超えない範囲内

建物と区分所有者の「二つの老い」が進行し、外壁の剝落等の危険や集会決議の困難化などの課題が

顕在化しています。このため、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見据え、管理及

び再生の円滑化を図るため、マンションに関係する法律の一部が改正されました。
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●適正な管理を促す仕組みの充実

管理計画認定制度を拡充し、新築

時に分譲事業者（デベロッパー）が、

管理計画を作成し、管理組合に引き

継ぐ仕組みが導入されます。併せて、

認定に係る表示制度が創設されます。

①マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正

●民間団体との連携強化

地方公共団体が、マンションの管

理組合の支援に取り組むNPO法人や

社団法人等の民間団体をマンション

管理適正化法人として登録する制度

が創設されます。

登録

援助

令和８年４月１日施行

公布の日から起算して６月を超えない範囲内（令和７年１１月２８日）

〃 ２年を超えない範囲内
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変更理由変更後変更前

法改正による条ずれ第５条の１４第５条の４

法改正による条ずれ第５条の１６第１項第５条の６第１項

法改正による条ずれ第５条の１７第１項第５条の７第１項

法改正による条ずれ第５条の１７第２項第５条の７第２項

●港区街づくり推進事務手数料条例

別表１の部６２の項から６４の項中の記載を以下のように変更します。

●マンション等に特化した財産管理制度

区分所有法の改正により創設された財産管理制度について、適切な管理がされないことで周囲に

危険が及ばないよう地方公共団体による申立ても可能となります。

●危険なマンションへの地方公共団体の権限

適正な管理が行われず、修繕の実施が著しく不適切な状態のマンションに対する報告徴収、助言

・指導、勧告、専門家のあっせん等、地方公共団体の権限が強化されます。
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●新たな再生手法の創設

新たに創設された再生手法について、安定的な事業遂行が可能となるよう、各々に対応した

事業手続(組合設立、権利変換計画、分配金取得計画等）が整備されます。

②マンションの再生等の円滑化に関する法律

改正により創設された手法 売買等による
所有者の変更

建替え等による
新たな建築物

●危険なマンションへの地方公共団体の権限

適切な管理が行われず、保安上危険な状態又は衛生上有害な状態にあるマンションに対する

報告徴収、助言・指導、勧告、専門家のあっせん等の規定が創設されます。

マンションを取り壊し
新たにマンションを建築する

マンション
建替え

マンション
再生事業

共用部分と全専有部分の
改良をする

マンション
更新

マンション全部が滅失した
場合にマンションを再建する

マンション
再建

マンション及び敷地利用権を
一括して売却する

マンション
敷地売却

マンション
等売却事業

マンションを取り壊した上で
敷地を売却する

マンション
除却敷地売却

マンション全部が滅失した
場合にその敷地を売却する

敷地売却

マンションを取り壊すマンション
除却

マンション
除却事業

（マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正により題名の変更）

令和８年４月１日施行

公布の日から起算して６月を超えない範囲内（令和７年１１月２８日）
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●隣接地等を取り込んだ建替え等の推進

これまでは、隣接地の権利者は補償金のみの対応で権利変換を受けることができませんでした。

同様に、借地権型マンションにおける底地権も権利変換の対象となっていません。

隣接地や底地の所有権を

再生後マンションの区分所有権に

権利変換が可能となります。

●高さ制限の緩和

要除却等認定を受けて建替え・更新を行う場合、現行の容積率の特例に加えて、高さ制限(低層

住居専用地域等の高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限）の特例が追加されます。

●港区街づくり推進事務手数料条例

別表１の部６１の項中の記載を以下のように変更します。

改正により

変更理由変更後変更前

題名改正マンションの再生等の円滑化に関する法律マンションの建替え等の円滑化に関する法律

法改正による条ずれ第１６３条の５９第１項第１０５条第１項

・建替えに対する高さ特例の追加
・更新に対する容積率又は高さ特
例の追加

建替えにより新たに建築されるマンション又
は更新がされるマンションの容積率又は各部
分の高さに関する特例の許可

建替えにより新たに建築されるマンションの
容積率に関する特例の許可

認定名称変更要除却等認定マンション要除却認定マンション
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２ 建築基準法施行令の一部を改正する政令（一部）

（令和７年９月３日公布、令和７年１１月１日施行）

社会経済情勢の変化に合わせた建築物に関する規制の合理化のため、建築物の大規模の修繕又は大規模

の模様替を行う際の現行基準適合義務の緩和措置として、屋根、外壁及び軒裏の規定が追加されました。

本規定により、既存建築物の改修部分とは空間的・性能的に関係のない部分への現行基準適合が求めら

れなくなり、時間的・費用的な負担が軽減されます。

＜例： 法第22条区域における

（現行）
屋根の現行基準適合

外壁の現行基準適合

（改正後）

外壁の現行基準適合緩和

屋根の現行基準適合

屋根だけの改修であっても、外壁の現行基準適合が求
められていた。

屋根だけの改修であれば、現行基準適合化は屋根のみ
となり、負担が軽減される。

変更理由変更後変更前

施行令改正による項ずれ第１３７条の１２第１１項第１３７条の１２第６項

施行令改正による項ずれ第１３７条の１２第１２項第１３７条の１２第７項

●港区街づくり推進事務手数料条例

別表１の部５０の６の項、５０の７の項中の記載を以下のように変更します。

＊ 防火地域及び準防火地域以外に特定行政庁が指定する区域に適用
（港区はすべての区域が防火・準防火地域に該当するため指定がない）

屋根の過半を改修する大規模な修繕の場合＞
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港
区
街
づ
く
り
推
進
事
務
手
数
料
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

 

一 

手
数
料
（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
八
十
四
号
）
及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に
基
づ
く
事
務
に
係
る
手
数

料
を
除
く
。
） 

 

一 

手
数
料
（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
八
十
四
号
）
及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に
基
づ
く
事
務
に
係
る
手
数

料
を
除
く
。
） 

事 
 

務 

名 

称 

額 

徴
収
時
期 

一
～
五
十
の 

五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

五
十
の
六 

建
築
基
準

法
施
行
令

第
百
三
十

七
条
の
十

二
第
十
一

項
の
規
定

に
基
づ
く

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

事 
 

務 

名 

称 

額 

徴
収
時
期 

一
～
五
十
の 

五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

五
十
の
六 

建
築
基
準

法
施
行
令

第
百
三
十

七
条
の
十

二
第
六
項

の
規
定
に

基
づ
く
大

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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大
規
模
の

修
繕
又
は

大
規
模
の

模
様
替
に

関
す
る
認

定
の
申
請

に
対
す
る

審
査 

五
十
の
七 

建
築
基
準

法
施
行
令

第
百
三
十

七
条
の
十

二
第
十
二

項
の
規
定

に
基
づ
く

大
規
模
の

修
繕
又
は

大
規
模
の

模
様
替
に

関
す
る
認

定
の
申
請

に
対
す
る

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

規
模
の
修

繕
又
は
大

規
模
の
模

様
替
に
関

す
る
認
定

の
申
請
に

対
す
る
審

査 

五
十
の
七 

建
築
基
準

法
施
行
令

第
百
三
十

七
条
の
十

二
第
七
項

の
規
定
に

基
づ
く
大

規
模
の
修

繕
又
は
大

規
模
の
模

様
替
に
関

す
る
認
定

の
申
請
に

対
す
る
審

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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審
査 

五
十
の
八
～ 

六
十 
（
略
）

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六
十
一 
マ

ン
シ
ョ
ン

の
再
生
等

の
円
滑
化

に
関
す
る

法
律
（
平

成
十
四
年

法
律
第
七

十
八
号
）

第
百
六
十

三
条
の
五

十
九
第
一

項
の
規
定

に
基
づ
く

建
築
物
の

容
積
率
又

は
各
部
分

の
高
さ
に

関
す
る
特

例
の
許
可

要
除
却
等

認
定
マ
ン

シ
ョ
ン
の

建
替
え
に

よ
り
新
た

に
建
築
さ

れ
る
マ
ン

シ
ョ
ン
又

は
要
除
却

等
認
定
マ

ン
シ
ョ
ン

の
更
新
が

さ
れ
る
マ

ン
シ
ョ
ン

の
容
積
率

又
は
各
部

分
の
高
さ

の
特
例
許

可
申
請
手

数
料 

（
略
） 

（
略
） 

査 

五
十
の
八
～ 

六
十 

（
略
）

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六
十
一 

マ

ン
シ
ョ
ン

の
建
替
え

等
の
円
滑

化
に
関
す

る
法
律
（ 

平
成
十
四

年
法
律
第

七
十
八
号
）

第
百
五
条

第
一
項
の

規
定
に
基

づ
く
建
築

物
の
容
積

率
に
関
す

る
特
例
の

許
可
の
申

請
に
対
す

る
審
査 

 

要
除
却
認

定
マ
ン
シ

ョ
ン
の
建

替
え
に
よ

り
新
た
に

建
築
さ
れ

る
マ
ン
シ

ョ
ン
の
容

積
率
の
特

例
許
可
申

請
手
数
料 

（
略
） 

（
略
） 
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の
申
請
に

対
す
る
審

査 

六
十
二 
マ

ン
シ
ョ
ン

の
管
理
の

適
正
化
の

推
進
に
関

す
る
法
律

（
平
成
十

二
年
法
律

第
百
四
十

九
号
）
第

五
条
の
十

四
の
規
定

に
基
づ
く

管
理
計
画

の
認
定
の

申
請
に
対

す
る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六
十
三 

マ

ン
シ
ョ
ン

の
管
理
の

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

   

六
十
二 

マ

ン
シ
ョ
ン

の
管
理
の

適
正
化
の

推
進
に
関

す
る
法
律

（
平
成
十

二
年
法
律

第
百
四
十

九
号
）
第

五
条
の
四

の
規
定
に

基
づ
く
管

理
計
画
の

認
定
の
申

請
に
対
す

る
審
査 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六
十
三 

マ

ン
シ
ョ
ン

の
管
理
の

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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適
正
化
の

推
進
に
関

す
る
法
律

第
五
条
の

十
六
第
一

項
の
規
定

に
基
づ
く

管
理
計
画

の
認
定
の

更
新
の
申

請
に
対
す

る
審
査 

六
十
四 

マ

ン
シ
ョ
ン

の
管
理
の

適
正
化
の

推
進
に
関

す
る
法
律

第
五
条
の

十
七
第
一

項
の
規
定

に
基
づ
く

管
理
計
画

（
略
） 

変
更
認
定
申
請
一
件
に
つ
き
、

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額 

１ 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適

正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律

第
五
条
の
十
七
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条

の
十
四
の
規
定
に
基
づ
く
管

理
計
画
の
認
定
の
基
準
（
以

下
「
変
更
に
係
る
認
定
基
準
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
管
理
組

合
の
運
営
の
基
準
に
係
る
事

（
略
） 

適
正
化
の

推
進
に
関

す
る
法
律

第
五
条
の

六
第
一
項

の
規
定
に

基
づ
く
管

理
計
画
の

認
定
の
更

新
の
申
請

に
対
す
る

審
査 

六
十
四 

マ

ン
シ
ョ
ン

の
管
理
の

適
正
化
の

推
進
に
関

す
る
法
律

第
五
条
の

七
第
一
項

の
規
定
に

基
づ
く
管

理
計
画
の

（
略
） 

変
更
認
定
申
請
一
件
に
つ
き
、

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額 

１ 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適

正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律

第
五
条
の
七
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
の

四
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
計

画
の
認
定
の
基
準
（
以
下
「
変

更
に
係
る
認
定
基
準
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
管
理
組
合
の

運
営
の
基
準
に
係
る
事
項
あ

（
略
） 
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の
変
更
の

認
定
の
申

請
に
対
す

る
審
査 

項 

四
千
三
百
円 

２
～
７ 

（
略
） 

六
十
五
～
六

十
八 

（
略
）

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

変
更
の
認

定
の
申
請

に
対
す
る

審
査 

四
千
三
百
円 

２
～
７ 

（
略
） 

六
十
五
～
六

十
八 

（
略
）

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

二
・
三 

（
略
） 

 

二
・
三 

（
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
一
の
部
六
十
一
の

項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 

14



法

律

令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報
                                                               

                                                               

嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆

嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇

あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
違
反
に
関
し
、
法
律
に

基
づ
く
処
分
、
公
表
そ
の
他
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
者

か
ら
の
求
人
の
申
込
み
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
労
働
に
関
す
る
法

律
の
う
ち
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介

護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
育

児
・
介
護
休
業
法
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
定
め
る
職
業

安
定
法
施
行
令
第
一
条
第
六
号
に
つ
い
て
、
育
児
休
業
、

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福

祉
に
関
す
る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
に
よ
り
育
児
・
介
護
休
業
法
に
新
設
さ
れ
た
三

歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養

育
す
る
労
働
者
等
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
義
務
を
定

め
る
規
定
及
び
当
該
措
置
で
あ
っ
て
事
業
主
が
講
じ
た

も
の
に
係
る
申
出
を
し
た
こ
と
等
を
理
由
と
し
た
不
利

益
取
扱
い
の
禁
止
に
係
る
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
一
条
関
係
）

二

船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
第
一
条
第
七
号
に
つ
い

て
、
一
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条

関
係
）

三

行
政
手
続
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

行
政
手
続
法
第
三
九
条
第
四
項
第
四
号
の
意
見
公
募

手
続
を
実
施
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
命
令
等
と
し
て
、

改
正
法
第
二
条
に
よ
り
育
児
・
介
護
休
業
法
に
新
設
さ

れ
た
次
に
掲
げ
る
規
定
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
命
令
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関
係
）

１

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
一
条
第
二
項
（
育
児
・

介
護
休
業
法
第
二
三
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

労
働
者
が
当
該
労
働
者
又
は

そ
の
配
偶
者
が
妊
娠
し
、
又
は
出
産
し
た
こ
と
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
実
を
事
業
主
に
対
し
て
申
し
出
た
と
き
等
に

当
該
事
業
主
が
当
該
労
働
者
の
意
向
を
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
就
業
に
関
す
る
条
件
及
び
当
該
意
向

を
確
認
す
る
方
法
を
定
め
る
命
令

２

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
三
条
の
三
第
一
項

三

歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を

養
育
す
る
労
働
者
等
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
内
容

を
定
め
る
命
令

３

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
三
条
の
三
第
二
項

労

働
者
が
就
業
し
つ
つ
子
を
養
育
す
る
こ
と
を
容
易
に

す
る
た
め
の
休
暇
を
一
日
未
満
の
単
位
で
取
得
す
る

場
合
の
当
該
単
位
及
び
当
該
単
位
で
取
得
す
る
こ
と

が
で
き
る
労
働
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
一
日
の
所
定
労

働
時
間
が
短
い
労
働
者
等
を
定
め
る
命
令

４

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
三
条
の
三
第
三
項
第
二

号

三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
等
に
関
す
る
措
置
を
講
じ

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
を
定
め
る
命
令

５

育
児
・
介
護
休
業
法
第
二
三
条
の
三
第
五
項

三

歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
事
業
主
が

講
じ
た
措
置
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
判
断
す
る
た

め
に
適
切
な
期
間
、
当
該
事
業
主
が
当
該
労
働
者
に

対
し
て
当
該
期
間
内
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
項
及
び
そ
の
方
法
並
び
に
当
該
事
業
主
が
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
を
定
め
る
命
令

四

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
一
〇
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

暙
暙
暛
暜
暝
暞
暟
暙
暙

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
区
分
所
有
者
の
責
務
）

第
五
条
の
二

区
分
所
有
者
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
団
体
の
構
成
員
と
し
て
、
建
物
並
び
に
そ
の
敷
地
及
び
附
属

施
設
（
同
条
後
段
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
部
共
用
部
分
）
の
管
理
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
相
互

に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
二
項
中
「
又
は
自
己
」
を
「
若
し
く
は
自
己
」
に
、「
の
使
用
」
を
「
を
使
用
し
、
又
は
自
ら
こ
れ
ら
を

保
存
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
国
内
管
理
人
）

第
六
条
の
二

区
分
所
有
者
は
、
国
内
に
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
せ
ず
、
又
は
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
専
有
部
分
及

び
共
用
部
分
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
管
理

人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
五
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

法
律
第
四
十
七
号

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中

「
第
六
節

管
理
組
合
法
人
（
第
四
十
七
条
慺
第
五
十
六
条
の
七
）

第
七
節

義
務
違
反
者
に
対
す
る
措
置
（
第
五
十
七
条
慺
第
六
十
条
）

第
八
節

復
旧
及
び
建
替
え
（
第
六
十
一
条
慺
第
六
十
四
条
）

」
を

「
第
六
節

所
有
者
不
明
専

第
七
節

管
理
不
全
専
有

第
八
節

管
理
組
合
法
人

第
九
節

義
務
違
反
者
に

第
十
節

復
旧
及
び
建
替

有
部
分
管
理
命
令
（
第
四
十
六
条
の
二
慺
第
四
十
六
条
の
七
）

部
分
管
理
命
令
及
び
管
理
不
全
共
用
部
分
管
理
命
令
（
第
四
十
六
条
の
八
慺
第
四
十
六
条
の
十
四
）

（
第
四
十
七
条
慺
第
五
十
六
条
の
七
）

対
す
る
措
置
（
第
五
十
七
条
慺
第
六
十
条
）

え
等
（
第
六
十
一
条
慺
第
六
十
四
条
の
八
）

」
に
、「
第
七
十
条
」

を
「
第
七
十
一
条
」
に
、「
第
三
章

罰
則
（
第
七
十
一
条
・
第
七
十
二
条
）
」
を

「
第
三
章

建
物
が
滅
失
し
た
場
合

第
一
節

専
有
部
分
の
あ
る
建

第
二
節

団
地
内
の
建
物
が
滅

第
四
章

所
在
等
不
明
区
分
所
有

第
五
章

罰
則
（
第
九
十
一
条
・

に
お
け
る
措
置

物
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置
（
第
七
十
二
条
慺
第
七
十
七
条
）

失
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置
（
第
七
十
八
条
慺
第
八
十
五
条
）

者
等
の
除
外
等
に
関
す
る
裁
判
手
続
（
第
八
十
六
条
慺
第
九
十
条
）

第
九
十
二
条
）

」
に
改
め
る
。
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目
次
中
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
の
二
」
に
、「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
、

「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
の
四
」
に
、「
施
行
マ

ン
シ
ョ
ン
等
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
等
」
に
、「
第
百
一
条
」
を
「
第
百
三
条
」
に
、 「

第
三
章

除
却
す
る
必
要

第
一
節

除
却
の
必
要

第
二
節

マ
ン
シ
ョ
ン

第
三
節

買
受
人
（
第

第
四
節

区
分
所
有
者

第
五
節

敷
地
分
割
決

第
四
章

マ
ン
シ
ョ
ン
敷

第
一
節

マ
ン
シ
ョ
ン

令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
分
の
三
）
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
四
（
当
該
特
定
建
物
が

同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
四
分
の
三
、
当
該
特
定
建
物
が
被
災
区
分
所
有
建

物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
そ

の
価
格
の
過
半
に
相
当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
分
の
二
）
」
と
、
同
条
第
八
項
中

「
第
六
十
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
又
は
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に

よ
り
そ
の
価
格
の
過
半
に
相
当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
」
と
す
る
。

（
団
地
内
の
全
部
の
区
分
所
有
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
お
け
る
一
括
建
替
え
等
に
関
す
る
特

例
）

第
八
条

第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
団
地
内
の
全
部
の
区
分
所
有
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場

合
に
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
区
分
所
有
法
第
七
十
条
及
び
第
七
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
区
分
所
有
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
七
十
一
条
第
一
項
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
、「
三
分
の
二
」

と
し
、
区
分
所
有
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
章

団
地
内
の
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
等
に
お
け
る
措
置

（
団
地
内
の
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
け
る
再
建
承
認
等
に
関
す
る
特
例
）

第
九
条

団
地
内
の
特
定
滅
失
建
物
（
区
分
所
有
法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
滅
失
建
物
を
い
う
。
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
も
の
（
区
分
所
有
建
物
に
あ
っ
て
は

大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
お
い
て
取
壊
し
決
議
又
は
区
分
所
有
者
全
員
の
同
意
に
基
づ
き
取
り
壊
さ
れ
た

も
の
を
含
み
、
区
分
所
有
建
物
以
外
の
建
物
に
あ
っ
て
は
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
お
い
て
所
有
者
に
よ

り
取
り
壊
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、

区
分
所
有
法
第
八
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
四
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
四
分
の

三
（
当
該
特
定
滅
失
建
物
（
第
六
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
全
て
の
特
定
滅
失
建
物
）
が
被
災
区

分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害

に
よ
り
滅
失
し
た
も
の
（
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
に
あ
つ
て
は
そ
の
価
格
の
過
半
に
相
当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た

場
合
に
お
い
て
第
六
十
四
条
の
八
第
一
項
の
決
議
又
は
区
分
所
有
者
全
員
の
同
意
に
基
づ
き
取
り
壊
さ
れ
た
も
の

を
含
み
、
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
以
外
の
建
物
に
あ
つ
て
は
そ
の
価
格
の
過
半
に
相
当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た
場

合
に
お
い
て
所
有
者
に
よ
り
取
り
壊
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
分
の
二
）
」
と
、
同
条

第
七
項
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
四
（
当
該
特
定
滅
失
建
物
が
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
も
の
（
そ
の
価
格
の
過
半
に
相
当
す
る
部

分
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
第
六
十
四
条
の
八
第
一
項
の
決
議
又
は
区
分
所
有
者
全
員
の
同
意
に
基
づ
き
取
り

壊
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
分
の
二
）
」
と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
す
る
。

（
団
地
内
の
全
部
の
区
分
所
有
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
等
に
お
け
る
一
括
建
替
え
等
に
関
す
る
特
例
）

第
十
条

第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
団
地
内
の
全
部
の
区
分
所
有
建
物
が
滅
失
し
、
又
は
大
規
模
一
部

滅
失
を
し
た
場
合
（
そ
の
災
害
に
よ
り
そ
の
団
地
内
の
一
以
上
の
区
分
所
有
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に

は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
区
分
所
有
法
第
八
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項

中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
、「
三
分
の
二
」
と
す
る
。

２

第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
団
地
内
の
全
部
の
区
分
所
有
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
当
該
政
令

で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
区
分
所
有
法
第
八
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
五
分
の
四
」

と
あ
る
の
は
、「
三
分
の
二
」
と
す
る
。

（
団
地
建
物
所
有
者
等
集
会
等
に
関
す
る
特
例
）

第
十
一
条

第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
団
地
内
の
全
部
又
は
一
部
の
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
（
区
分
所

有
建
物
に
あ
っ
て
は
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
お
い
て
取
壊
し
決
議
又
は
区
分
所
有
者
全
員
の
同
意
に
基

づ
き
取
り
壊
さ
れ
た
と
き
を
含
み
、
区
分
所
有
建
物
以
外
の
建
物
に
あ
っ
て
は
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に

お
い
て
所
有
者
に
よ
り
取
り
壊
さ
れ
た
と
き
を
含
む
。
）
に
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
区
分
所
有
法

第
七
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、「
五
年
を
経
過

す
る
日
又
は
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
の

政
令
で
定
め
る
期
間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
」
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

２

第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
団
地
内
の
特
定
建
物
（
区
分
所
有
法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
建
物
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間

に
限
り
、
区
分
所
有
法
第
八
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
五
分
の
四
（
当
該
特
定
建

物
が
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
分
の
三
）
」と
あ
る
の
は「
五
分
の
四（
当

該
特
定
建
物
が
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
四
分
の
三
、
当
該
特
定
建
物
が
被

災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る

災
害
に
よ
り
そ
の
価
格
の
過
半
に
相
当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
三
分
の
二
）
」と
、

同
条
第
三
項
中
「
第
六
十
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
二
条
第
二

項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
四
十
三
号
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
そ
の
価
格
の
過
半
に
相
当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た
も
の
で

あ
る
場
合
」
と
す
る
。

３

団
地
内
の
特
定
滅
失
建
物
が
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
災

害
に
よ
り
そ
の
団
地
内
の
特
定
建
物
が
大
規
模
一
部
滅
失
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、

区
分
所
有
法
第
八
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
四
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
四
分
の

三
（
当
該
特
定
滅
失
建
物
（
当
該
特
定
滅
失
建
物
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
全
て
の
特

定
滅
失
建
物
）
が
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
二

条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
も
の
（
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
に
あ
つ
て
は
そ
の
価
格
の
過
半
に
相

当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
第
六
十
四
条
の
八
第
一
項
の
決
議
又
は
区
分
所
有
者
全
員
の
同
意
に
基

づ
き
取
り
壊
さ
れ
た
も
の
を
含
み
、
専
有
部
分
の
あ
る
建
物
以
外
の
建
物
に
あ
つ
て
は
そ
の
価
格
の
過
半
に
相
当

す
る
部
分
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
所
有
者
に
よ
り
取
り
壊
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特

定
建
物
（
当
該
特
定
建
物
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
全
て
の
特
定
建
物
）
が
そ
の
災
害

に
よ
り
そ
の
価
格
の
過
半
に
相
当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
分
の
二
）」
と
、
同

条
第
二
項
第
一
号
中
「
五
分
の
四
（
当
該
特
定
建
物
が
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
四
分
の
三
）
」と
あ
る
の
は
「
五
分
の
四
（
当
該
特
定
建
物
が
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
四
分
の
三
、
当
該
特
定
建
物
が
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条

の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
そ
の
価
格
の
過
半
に
相
当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

三
分
の
二
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
四
（
当
該
特
定
滅
失
建
物
が
被
災
区
分

所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
も
の
（
そ
の
価
格

の
過
半
に
相
当
す
る
部
分
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
第
六
十
四
条
の
八
第
一
項
の
決
議
又
は
区
分
所
有
者
全
員

の
同
意
に
基
づ
き
取
り
壊
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
分
の
二
）
」と
す
る
。
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の
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
特
別
の
措
置

性
に
係
る
認
定
等
（
第
百
二
条
慺
第
百
五
条
の
二
）

敷
地
売
却
決
議
等
（
第
百
六
条
慺
第
百
八
条
）

百
九
条
慺
第
百
十
四
条
）

等
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
（
第
百
十
五
条
）

議
等
（
第
百
十
五
条
の
二
慺
第
百
十
五
条
の
四
）

地
売
却
事
業

敷
地
売
却
組
合

」 を
「
第
三
章

マ
ン
シ
ョ
ン

第
一
節

除
却
等
計

第
二
節

マ
ン
シ
ョ

等
売
却
事
業

画
（
第
百
四
条
慺
第
百
八
条
）

ン
等
売
却
組
合

」
に
、「
第
百
十
六
条
慺
第
百
十
九
条
」
を
「
第
百
九
条
慺
第
百
十
二
条
」
に
、「
第
百
二

十
条
」
を
「
第
百
十
三
条
」
に
、「
第
二
節

分
配
金
取
得
手
続
等
」
を
「
第
三
節

分
配
金
取
得
手
続
等
」
に
、「
売

却
マ
ン
シ
ョ
ン
等
」
を
「
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
等
」
に
、「
第
二
款

雑
則
（
第
百
五
十
六
条
慺
第
百
五
十
九
条
）
」
を

「
第
二
款

区
分
所
有
者
等
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関
す
る
組
合
等
の
責
務
（
第
百
五
十
五
条
の
二
）

第
三
款

雑
則
（
第
百
五
十
六
条
慺
第
百
五
十
九
条
）

に
、「
第
三

」

節

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
の
監
督
等
（
第
百
六
十
条
慺
第
百
六
十
三
条
）
」
を

「

第
四
節

マ
ン
シ
ョ
ン
等

第
四
章

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却

第
一
節

マ
ン
シ
ョ
ン
除

第
一
款

通
則
（
第
百

第
二
款

設
立
等
（
第

第
三
款

管
理
（
第
百

第
四
款

解
散
（
第
百

第
五
款

税
法
上
の
特

第
二
節

補
償
金
支
払
手

第
一
款

補
償
金
支
払

第
一
目

補
償
金
支

第
二
目

補
償
金
支

第
三
目

補
償
金
の

第
四
目

除
却
マ
ン

第
二
款

区
分
所
有
者

第
三
款

雑
則
（
第
百

第
三
節

マ
ン
シ
ョ
ン
除

第
四
章
の
二

除
却
等
を
す

第
一
節

除
却
等
の
必
要

第
二
節

敷
地
分
割
決
議

売
却
事
業
の
監
督
等
（
第
百
六
十
条
慺
第
百
六
十
三
条
）

事
業

却
組
合

六
十
三
条
の
二
慺
第
百
六
十
三
条
の
五
）

百
六
十
三
条
の
六
慺
第
百
六
十
三
条
の
十
七
）

六
十
三
条
の
十
八
慺
第
百
六
十
三
条
の
二
十
九
）

六
十
三
条
の
三
十
・
第
百
六
十
三
条
の
三
十
一
）

例
（
第
百
六
十
三
条
の
三
十
二
）

続
等

手
続

払
手
続
開
始
の
登
記
（
第
百
六
十
三
条
の
三
十
三
）

払
計
画
（
第
百
六
十
三
条
の
三
十
四
慺
第
百
六
十
三
条
の
三
十
九
）

支
払
等
（
第
百
六
十
三
条
の
四
十
慺
第
百
六
十
三
条
の
四
十
五
）

シ
ョ
ン
等
の
明
渡
し
（
第
百
六
十
三
条
の
四
十
六
）

等
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関
す
る
組
合
等
の
責
務
（
第
百
六
十
三
条
の
四
十
七
）

六
十
三
条
の
四
十
八
慺
第
百
六
十
三
条
の
五
十
一
）

却
事
業
の
監
督
等
（
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
慺
第
百
六
十
三
条
の
五
十
五
）

る
必
要
の
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
特
別
の
措
置

性
に
係
る
認
定
等
（
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
慺
第
百
六
十
三
条
の
六
十
一
）

等
（
第
百
六
十
三
条
の
六
十
二
・
第
百
六
十
三
条
の
六
十
三
）

」
に
改
め
る
。

令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報

第
一
条
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
、
除
却
す
る
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
、

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
、
除
却
等
を
す
る
」
に
改
め
、「
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
」
を
削
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新

現
に
存
す
る
一
又
は
二
以
上
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
区
分
所
有
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
建
物
の
更
新
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
中
第
二
十
一
号
を
第
三
十
七
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
十
六
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
項
第
十
一
号
中
「
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
「
区
分
所
有

法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
団
地
内
建
物
を
い
い
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地

売
却
事
業
を
実
施
す
る
現
に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
現
に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地

売
却
事
業
を
実
施
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

二
十
二

除
却
敷
地
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン

現
に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
敷
地
売
却
事

業
を
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。

二
十
三

売
却
敷
地

滅
失
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
で
あ
っ
て
、
敷
地
売

却
事
業
を
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。

二
十
四

マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却

現
に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
を
除
却
す
る
こ
と
を
い
う
。

二
十
五

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業

こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
に
関

す
る
事
業
を
い
う
。

二
十
六

除
却
マ
ン
シ
ョ
ン

現
に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
を
実
施
す
る
も
の

を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
九

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
敷
地
売
却
事
業

こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却

敷
地
売
却
に
関
す
る
事
業
を
い
う
。

二
十

敷
地
売
却
事
業

こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
敷
地
売
却
に
関
す
る
事
業
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
存
す
る
」
の
下
に
「
一
又
は
二
以
上
の
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
六

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
敷
地
売
却

現
に
存
す
る
一
又
は
二
以
上
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
除
却
す
る
と
と
も
に
、
当

該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
利
用
権
が
借
地
権
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
借
地
権
）
を
売
却
す

る
こ
と
を
い
う
。

十
七

敷
地
売
却

一
又
は
二
以
上
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
で

あ
っ
た
土
地
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
利
用
権
が
借
地
権
で
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
借
地
権
）
を
売
却
す
る
こ
と

を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
第
七
号
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替

事
業
」
の
下
に
「
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
建
事
業
若
し
く
は
マ
ン
シ
ョ
ン
一
括
建
替
等
事
業
」
を
加
え
、「
再
建
マ
ン
シ
ョ

ン
を
」
を
「
再
生
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
更
新
事
業
の
施
行
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
が
さ
れ
た
後
の
再

生
マ
ン
シ
ョ
ン
を
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
マ
ン
シ
ョ

ン
建
替
事
業
」
の
下
に
「
、
マ
ン
シ
ョ
ン
更
新
事
業
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
建
事
業
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
一
括
建
替
等
事
業

（
以
下
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
と
総
称
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三

号
を
加
え
る
。

十
一

建
替
前
マ
ン
シ
ョ
ン

現
に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン

一
括
建
替
等
事
業
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
建
の
み
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
施
行
す
る
も
の
を
い
う
。

十
二

更
新
前
マ
ン
シ
ョ
ン

現
に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
更
新
事
業
を
施
行
す
る
も
の

を
い
う
。

十
三

再
建
敷
地

滅
失
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
で
あ
っ
た
土
地
で
あ
っ
て
、
マ
ン
シ
ョ

ン
再
建
事
業
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
一
括
建
替
等
事
業
を
施
行
す
る
も
の
を
い
う
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
（
第
三
章
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号

を
加
え
る
。

七

マ
ン
シ
ョ
ン
更
新
事
業

こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
に
関
す
る

事
業
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
い
う
。
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第
七
十
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

施
行
底
地
権
を
有
す
る
者
で
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
権
利
変
換
期
日
に
お
い
て
当
該
施
行
底
地
権
を

失
い
、
か
つ
、
当
該
施
行
底
地
権
に
対
応
し
て
、
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
及
び
敷
地
利
用
権
を
与

え
ら
れ
な
い
も
の

第
七
十
六
条
第
一
項
中
「
こ
の
款
」
の
下
に
「
（
第
八
十
条
第
四
項
第
四
号
を
除
く
。
）」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中

「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
再
建
敷
地
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
二
節
第
一
款
第
四
目
の
目
名
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
等
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
等
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
の
見
出
し
を
「
（
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
明
渡
し
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事

業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
、「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
若
し
く
は
」
に
改
め
、

「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
再
建
敷
地
（
隣
接
施
行
敷
地
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
八
条
第

三
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
七
十
五
条
の
補
償
金
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
者
に
つ
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
る
支
払
又
は
第
七
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
供
託
が
な
い
場
合

二

第
十
五
条
第
一
項
（
第
三
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）若
し
く
は
第
六
十
四
条
第
一

項
（
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
区
分
所
有
法
第
六
十
三
条
第
五
項
（
区
分
所
有
法

第
六
十
四
条
の
五
第
三
項
、
第
七
十
条
第
五
項
又
は
第
八
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
区
分
所
有
法
第
七
十
五
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
六
十
三
条
第
五
項
前
段
の
規

定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
当
該
請
求
を
行
っ
た
者
に
よ
る
代
金
の
支
払
又
は
提
供
が
な
い
場
合

三

第
六
十
四
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
っ
た
者

に
つ
い
て
当
該
請
求
を
受
け
た
者
に
よ
る
代
金
の
支
払
又
は
提
供
が
な
い
場
合

四

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
補
償
金
の
提
供
を
受
け
る
べ
き
者
に
つ
い
て
当
該
規
定
に
よ
る
提
供
が
な
い

場
合

イ

第
十
五
条
の
二
第
三
項
又
は
第
十
五
条
の
四
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
六
十
四
条
の
二
第
三
項

ロ

区
分
所
有
法
第
六
十
四
条
の
二
第
三
項
（
区
分
所
有
法
第
六
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）（
こ
れ
ら
の
規
定
を
区
分
所
有
法
第
六
十
四
条
の
五
第
三
項
、
第
七
十
条
第
五
項
又
は
第
八
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
八
十
一
条
の
見
出
し
中
「
建
築
工
事
」
を
「
建
築
工
事
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を

「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、「
建
築
工
事
」
の
下
に
「
又
は
更
新
工
事
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
を
す
る
た
め
の

工
事
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
十
二
条
の
見
出
し
を「
（
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
登
記
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
施
行
再
建
マ
ン

シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、「
建
築
工
事
」
の
下
に
「
又
は
更
新
工
事
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
の
見
出
し
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、
同
条
中
「
マ
ン
シ
ョ

ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
、「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め

る
。第

八
十
五
条
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権

又
は
敷
地
利
用
権
の
価
額
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
若
し
く
は
敷
地
利
用
権
若
し
く
は
再
建
敷
地

の
敷
地
共
有
持
分
等
、
隣
接
施
行
敷
地
権
又
は
施
行
底
地
権
の
価
額
（
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
敷
地
利
用

権
が
設
定
さ
れ
た
隣
接
施
行
敷
地
権
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
価
額
）
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、「
又
は
敷
地
利
用
権
」
を
「
若
し

く
は
敷
地
利
用
権
若
し
く
は
再
建
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
、
隣
接
施
行
敷
地
権
又
は
施
行
底
地
権
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「（
明

治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
」
を
削
る
。

第
八
十
九
条
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
、「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再

生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、「
若
し
く
は
敷
地
利
用
権
」
の

下
に
「
若
し
く
は
再
建
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
」
を
加
え
、「
者
又
は
」
を
「
者
、
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
敷
地
利
用
権
が
設
定
さ
れ
た
隣
接
施
行
敷
地
権
を
有
す
る
者
若
し
く
は
隣
接
施
行
敷
地
権
を
有
し
て
い
た
者
、
施

行
底
地
権
を
有
し
て
い
た
者
又
は
」
に
、「
者
の
」
を
「
者
（
被
請
求
借
家
権
者
を
除
く
。
）
の
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、「
又
は
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
若

し
く
は
再
建
敷
地
（
隣
接
施
行
敷
地
を
含
む
。
）又
は
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。

第
九
十
二
条
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
並
び
に
こ
れ
ら
の
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン

及
び
そ
の
敷
地
又
は
再
建
敷
地
並
び
に
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、「
マ
ン
シ
ョ
ン

建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
章
第
三
節
の
節
名
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ

ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
改
め
、「（
次
章
を
除
く
。

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事

業
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正

化
支
援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
条
並
び
に
第
百
一
条
第
一
項
中
「
マ

ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
章
名
及
び
同
章
第
一
節
の
節
名
を
削
る
。

第
百
二
条
及
び
第
百
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
条
及
び
第
百
三
条

削
除

第
百
四
条
か
ら
第
百
五
条
の
二
ま
で
及
び
第
三
章
第
二
節
か
ら
第
五
節
ま
で
を
削
る
。

第
四
章
の
章
名
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
三
節
の
節
名
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
条
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
法
人

に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
六
十
一
条
第
一
項
、
第
百
六
十
二
条
及
び
第
百
六
十
三
条
第
一
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
」
を
「
マ

ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
三
節
を
同
章
第
四
節
と
す
る
。

第
百
四
十
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
公
告
」
を
「
第
百
二
十
条
第
一
項
の
公
告
又
は
第
百
三
十
四

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
条
第
一
項
の
公
告
（
新
た
な
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
売
却
敷
地
の
追
加

に
係
る
資
金
計
画
の
変
更
の
認
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、「
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
」

を
「
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、「
限
る
。
）」
の
下
に
「
又
は
売
却
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
（
既
登
記
の
も
の

に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、「
又
は
敷
地
利
用
権
」

を
「
若
し
く
は
敷
地
利
用
権
又
は
売
却
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
第
一
項
中
「
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
公
告
」
を
「
第
百
二
十
条
第
一
項
の
公
告
又
は
第
百
三
十

四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
条
第
一
項
の
公
告
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
」

を
「
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、「
敷
地
利
用
権
」
の
下
に
「
又
は
売
却
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
」
を
加
え
、「
敷

地
の
」
を
「
敷
地
又
は
売
却
敷
地
の
」
に
改
め
る
。
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第
百
三
十
四
条
第
二
項
中
「
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
二
十
三
条
」
を
「
第
百
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

及
び
第
百
十
四
条
か
ら
第
百
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
組
合
が
定
款
及
び
資
金
計
画
を
変
更
し
て
新
た
に
売
却
等
マ
ン

シ
ョ
ン
又
は
売
却
敷
地
に
追
加
し
よ
う
と
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
土
地
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
百
十
八
条
及
び

第
百
二
十
条
」
に
、「
、
前
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、「
認
可
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、「
同
条

第
二
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
組
合

が
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
新
た
に
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
又

は
売
却
敷
地
と
な
る
べ
き
次
の
各
号
に
掲
げ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
土
地
に
係
る
」
と
、「
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
」

と
、
第
百
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
場
合
」
の
下
に
「
又

は
定
款
及
び
資
金
計
画
の
対
象
と
さ
れ
た
二
以
上
の
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
、
一
以
上
の
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
売

却
敷
地
若
し
く
は
二
以
上
の
売
却
敷
地
の
数
を
縮
減
し
よ
う
と
す
る
場
合
」を
加
え
、「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
」

を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
」
に
改
め
、「
そ
の
変
更
」
の
下
に
「
又
は
縮
減
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

４

第
百
二
十
一
条
か
ら
第
百
二
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
組
合
が
定
款
及
び
資
金
計
画
を
変
更
し
て
新
た
に
売
却

等
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
売
却
敷
地
を
追
加
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十
一
条

第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一
項
」
と
、「
区

分
所
有
者
又
は
敷
地
共
有
持
分
等
」
と
あ
る
の
は
「
新
た
に
追
加
さ
れ
た
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
又

は
新
た
に
追
加
さ
れ
た
売
却
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
二
十
一
条
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
百
三
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
二
十
一
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
百
三
十
五
条
第
二
項
中
「
分
配
金
」
の
下
に
「
（
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
敷
地
売
却
又
は
敷

地
売
却
に
よ
っ
て
各
区
分
所
有
者
又
は
各
敷
地
共
有
持
分
等
を
有
す
る
者
が
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
銭
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
九
条
第
一
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
」
に
改
め
る
。

第
四
章
中
第
一
節
を
第
二
節
と
し
、
同
節
の
前
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
一
節

除
却
等
計
画

（
除
却
等
計
画
の
認
定
）

第
百
四
条

第
百
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
売
却

決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
群
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
」
と
総
称
す
る
。
）
を
買
い
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
ご
と
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
売
却

決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
除
却
等
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
除
却
等
計
画
」
と
い
う
。
）を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事

等
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

除
却
等
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
買
い
受
け
た
日
か
ら
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
除
却
等
を
す
る
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
当
該
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
に
関
す
る
事
項

二

売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
除
却
等
の
予
定
時
期

三

売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
除
却
等
に
関
す
る
資
金
計
画

四

売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
除
却
等
を
し
た
後
の
土
地
の
利
用
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

（
除
却
等
計
画
の
認
定
基
準
）

第
百
五
条

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
買
い
受
け
た
日
か
ら
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
除
却
等
が
さ
れ
る
日
ま
で
の

間
に
、
当
該
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
に
つ
い
て
新
た
な
権
利
が
設
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

二

売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
除
却
等
に
関
す
る
資
金
計
画
が
当
該
除
却
等
を
遂
行
す
る
た
め
適
切
な
も
の
で

あ
り
、
当
該
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
除
却
等
が
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。

（
除
却
等
計
画
の
変
更
）

第
百
六
条

第
百
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
買
受
人
」
と
い
う
。
）
は
、
除
却
等
計
画
の
変
更

（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
等
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
除
却
等
の
実
施
）

第
百
七
条

認
定
買
受
人
は
、
第
百
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
除
却
等
計
画
（
前
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
認
定
除
却
等
計
画
」
と
い
う
。）
に
従
い
、
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ

ン
等
の
除
却
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
百
八
条

都
道
府
県
知
事
等
は
、
認
定
買
受
人
に
対
し
、
認
定
除
却
等
計
画
に
係
る
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の

除
却
等
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
認
定
買
受
人
が
正
当
な
理
由
が
な
く
認
定
除
却
等
計
画
に
従
っ
て
売
却
決
議
マ
ン
シ
ョ

ン
等
の
除
却
等
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
買
受
人
に
対
し
て
、
当
該
認
定
除
却
等
計
画

に
従
っ
て
こ
れ
ら
の
措
置
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
認
定
買
受
人
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
を
第
三
章
と
し
、
同
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。

第
四
章

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業

第
一
節

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合

第
一
款

通
則

（
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
実
施
）

第
百
六
十
三
条
の
二

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
組
合
」
と
い
う
。
）は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除

却
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
人
格
）

第
百
六
十
三
条
の
三

組
合
は
、
法
人
と
す
る
。

２

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
四
条
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
組
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
定
款
）

第
百
六
十
三
条
の
四

組
合
の
定
款
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

組
合
の
名
称

二

除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

三

事
務
所
の
所
在
地

四

事
業
に
要
す
る
経
費
の
分
担
に
関
す
る
事
項

五

役
員
の
定
数
、
任
期
、
職
務
の
分
担
並
び
に
選
挙
及
び
選
任
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六

総
会
に
関
す
る
事
項

七

総
代
会
を
設
け
る
と
き
は
、
総
代
及
び
総
代
会
に
関
す
る
事
項

八

事
業
年
度

九

公
告
の
方
法

十

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

（
名
称
の
使
用
制
限
）

第
百
六
十
三
条
の
五

組
合
は
、
そ
の
名
称
中
に
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
と
い
う
文
字
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

組
合
で
な
い
者
は
、
そ
の
名
称
中
に
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
と
い
う
文
字
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
款

設
立
等

（
設
立
の
認
可
）

第
百
六
十
三
条
の
六

区
分
所
有
法
第
六
十
四
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
六
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
区
分
所
有
法
第
六
十
四
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
取
壊
し
決
議
（
以
下
単
に
「
取
壊
し
決
議
」
と
い

う
。
）
の
内
容
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
を
行
う
旨
の
合
意
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
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２

組
合
は
、
権
利
消
滅
期
日
後
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
に
係
る
工
事
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
除
却
マ
ン
シ
ョ

ン
の
敷
地
を
占
有
し
て
い
る
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
明
渡
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
明
渡
し
の
期
限
は
、
同
項
の
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
た

後
の
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
明
渡
し
の
請
求
が
あ
っ
た
者
は
、
明
渡
し
の
期
限
ま
で
に
、
組
合
に
明
け
渡
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
百
六
十
三
条
の
十
四
第
一
項
又
は
区
分
所
有
法
第
六
十
四
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
六
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
当
該
請
求
を
行
っ
た
者

に
よ
る
代
金
の
支
払
又
は
提
供
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
款

区
分
所
有
者
等
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
関
す
る
組
合
等
の
責
務

第
百
六
十
三
条
の
四
十
七

組
合
は
、
基
本
方
針
に
従
っ
て
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
に
居
住
し
て
い
た
区
分
所
有
者
及

び
借
家
権
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
方
針
に
従
っ
て
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
に
居
住
し
て
い
た
区
分
所
有
者
及
び
借

家
権
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款

雑
則

（
処
分
、
手
続
等
の
効
力
）

第
百
六
十
三
条
の
四
十
八

除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
権
利
を
有
す
る
者
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
法
律

又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
定
款
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
こ
の
者
が
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
た
に
こ
の
者

と
な
っ
た
者
が
し
た
も
の
と
み
な
し
、
従
前
の
こ
の
者
に
対
し
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
た
に

こ
の
者
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
不
動
産
登
記
法
の
特
例
）

第
百
六
十
三
条
の
四
十
九

除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
、
不
動
産
登
記
法
の
特
例
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
関
係
簿
書
の
備
付
け
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十

組
合
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
に
関
す
る

簿
書
（
組
合
員
名
簿
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
そ
の
事
務
所
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

利
害
関
係
者
か
ら
前
項
の
簿
書
の
閲
覧
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
組
合
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
こ

れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十
一

組
合
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
実
施
に
関
し
書
類
を
送
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、

送
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
そ
の
書
類
の
受
領
を
拒
ん
だ
と
き
、
又
は
過
失
が
な
く
て
、
そ
の
者
の
住
所
、
居
所
そ

の
他
書
類
を
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

書
類
の
内
容
を
公
告
す
る
こ
と
を
も
っ
て
書
類
の
送
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
に
当
該
書
類
が

送
付
を
受
け
る
べ
き
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
節

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
監
督
等

（
組
合
に
対
す
る
報
告
、
勧
告
等
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十
二

都
道
府
県
知
事
等
は
、
組
合
に
対
し
、
そ
の
実
施
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
に
関
し
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ
の
実
施
す
る

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
勧
告
、
助
言
若
し
く
は
援
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
組
合
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
促
進
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
法
人

に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
組
合
に
対
す
る
監
督
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十
三

都
道
府
県
知
事
等
は
、
組
合
の
実
施
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
に
つ
き
、
そ
の
事
業

又
は
会
計
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
又
は
定
款
、
資
金
計
画
若
し
く
は
補
償
金
支
払

計
画
に
違
反
す
る
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
監
督
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
組
合
の
事
業
又
は
会
計
の
状
況
を

検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
組
合
の
組
合
員
が
総
組
合
員
の
十
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
組
合
の
事
業
又

は
会
計
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
又
は
定
款
、
資
金
計
画
若
し
く
は
補
償
金
支
払
計

画
に
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
組
合
の
事
業
又
は
会
計
の
状
況
の
検
査
を
請
求
し
た
と
き
は
、

そ
の
組
合
の
事
業
又
は
会
計
の
状
況
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
組
合
の
事
業
又
は
会
計
が
こ

の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
又
は
定
款
、
資
金
計
画
若
し
く
は
補
償
金
支
払
計
画
に
違
反
し

て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
組
合
に
対
し
、
そ
の
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
組
合
の
し
た

処
分
の
取
消
し
、
変
更
又
は
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

都
道
府
県
知
事
等
は
、
組
合
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
、
又
は
組
合
の
設
立
に
つ
い
て
の

認
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
認
可
の
公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
し
て
も
な
お
総
会
を
招
集
し

な
い
と
き
は
、
権
利
消
滅
期
日
前
に
限
り
、
そ
の
組
合
に
つ
い
て
の
設
立
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
百
六
十
三
条
の
二
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
組

合
員
か
ら
総
会
の
招
集
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
理
事
長
及
び
監
事
が
総
会
を
招
集
し
な
い
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
組
合
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
総
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
百
六
十
三
条
の
二
十
四
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
総
代
か
ら
総
代
会
の
招
集
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
理
事
長
及
び
監
事
が
総
代
会
を
招
集
し
な
い
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

６

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
百
六
十
三
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
組
合
員
か
ら
理
事
又
は
監
事
の
解
任
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
組
合
が
こ
れ
を
組
合
員
の
投
票
に
付

さ
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
組
合
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
組
合
員
の
投
票
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
員
か
ら
総
代

の
解
任
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
組
合
が
こ
れ
を
組
合
員
の
投
票
に
付
さ
な
い
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

７

都
道
府
県
知
事
等
は
、
組
合
の
組
合
員
が
総
組
合
員
の
十
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
て
、
総
会
若
し
く
は
総
代

会
の
招
集
手
続
若
し
く
は
議
決
の
方
法
又
は
役
員
若
し
く
は
総
代
の
選
挙
若
し
く
は
解
任
の
投
票
の
方
法
が
、
こ

の
法
律
又
は
定
款
に
違
反
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
議
決
、
選
挙
、
当
選
又
は
解
任
の
投
票
の
取
消
し
を

請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
違
反
の
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
議
決
、
選
挙
、
当
選
又
は
解
任

の
投
票
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
金
の
融
通
等
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十
四

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
組
合
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
に
必
要
な
資
金
の

融
通
又
は
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
技
術
的
援
助
の
請
求
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十
五

組
合
又
は
組
合
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
等

に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
実
施
の
準
備
又
は
実
施
の
た
め
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
に
関
し
専
門
的

知
識
を
有
す
る
職
員
の
技
術
的
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
援
助
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
セ

ン
タ
ー
に
必
要
な
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
の
二

除
却
等
を
す
る
必
要
の
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
特
別
の
措
置

第
一
節

除
却
等
の
必
要
性
に
係
る
認
定
等

（
除
却
等
の
必
要
性
に
係
る
認
定
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十
六

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
者
等
（
区
分
所
有
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ

れ
た
管
理
者
（
管
理
者
が
な
い
と
き
は
、
区
分
所
有
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
集
会
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た

区
分
所
有
者
）
又
は
区
分
所
有
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
理
事
を
い
う
。
第
百
六
十
三
条

の
六
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
行
政
庁
に
対
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ

ン
の
除
却
又
は
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
構
造
上
主
要
な
部
分
の
効
用
の
維
持
若
し
く
は
回
復
（
通
常
有
す
べ
き
効
用

の
確
保
を
含
む
。
）
を
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
工
事
（
以
下
「
除
却
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
必

要
が
あ
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
要
除
却
等
認
定
」
と
い
う
。
）
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

特
定
行
政
庁
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若

し
く
は
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

二

当
該
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
火
災
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若

し
く
は
条
例
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

三

当
該
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
外
壁
、
外
装
材
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
物
の
部
分
が
剝
離
し
、
落
下

す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺
に
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四

当
該
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
給
水
、
排
水
そ
の
他
の
配
管
設
備
（
そ
の
改
修
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ

と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
に

よ
り
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
。

五

当
該
申
請
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

３

要
除
却
等
認
定
を
し
た
特
定
行
政
庁
は
、
速
や
か
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県

知
事
等
（
当
該
特
定
行
政
庁
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
等
を
除
く
。
）
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
敷
地
分
割
決
議
）

第
百
六
十
三
条
の
六
十
三

要
除
却
等
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
団
地
建
物
所
有
者
集
会
に
お
い
て
、
特

定
団
地
建
物
所
有
者
（
議
決
権
を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
及
び
議
決
権
の
各
四
分
の
三
以
上
の
多
数
で
、
当
該

特
定
団
地
建
物
所
有
者
の
共
有
に
属
す
る
団
地
内
建
物
の
敷
地
又
は
そ
の
借
地
権
を
分
割
す
る
旨
の
決
議
（
以
下

「
敷
地
分
割
決
議
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

団
地
内
建
物
を
構
成
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
、
被
災
区
分
所
有
法
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
大
規
模

一
部
滅
失
（
被
災
区
分
所
有
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
規
模
一
部
滅
失
を
い
う
。）
を
し
、
か
つ
、
要
除
却
等
認
定

を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
の
実
施
の
た
め
に
敷
地
分
割
決
議
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
四
分
の
三
」
と
あ
る
の

は
、「
三
分
の
二
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
団
地
建
物
所
有
者
集
会
に
お
け
る
各
特
定
団
地
建
物
所
有
者
の
議
決
権
は
、
区
分
所
有
法
第
六
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
区
分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
団
地
内
建
物

の
敷
地
又
は
そ
の
借
地
権
の
共
有
持
分
の
割
合
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

敷
地
分
割
決
議
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
（
敷
地
分
割
後
の
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
（
敷
地
分
割
決
議
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
存
す
る
敷
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
べ
き
土
地
の
区
域
及
び
非
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
（
敷
地

分
割
後
の
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
以
外
の
敷
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
べ
き
土
地
の
区
域

二

敷
地
分
割
後
の
土
地
又
は
そ
の
借
地
権
の
帰
属
に
関
す
る
事
項

三

敷
地
分
割
後
の
団
地
共
用
部
分
の
共
有
持
分
の
帰
属
に
関
す
る
事
項

四

敷
地
分
割
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額

五

前
号
に
規
定
す
る
費
用
の
分
担
に
関
す
る
事
項

六

団
地
内
の
駐
車
場
、
集
会
所
そ
の
他
の
生
活
に
必
要
な
共
同
利
用
施
設
の
敷
地
分
割
後
の
管
理
及
び
使
用
に

関
す
る
事
項

５

前
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
事
項
は
、
各
特
定
団
地
建
物
所
有
者
の
衡
平
を
害
し
な
い
よ
う
に
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
に
規
定
す
る
決
議
事
項
を
会
議
の
目
的
と
す
る
団
地
建
物
所
有
者
集
会
を
招
集
す
る
と
き
は
、
区
分
所

有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
通
知
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
団
地
建
物
所
有
者
集
会
の
会
日
よ
り
少
な
く
と
も
二
月
前
に
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
の
除
却
等
の
努
力
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十
七

要
除
却
等
認
定
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
（
以
下
「
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い

う
。
）
の
区
分
所
有
者
は
、
当
該
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
除
却
等
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
等
に
係
る
指
導
及
び
助
言
並
び
に
指
示
等
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十
八

都
道
府
県
知
事
等
は
、
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
し
、
要
除
却

等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
等
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
等
が
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
要
除
却

等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
し
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
が
、

正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
積
率
等
の
特
例
）

第
百
六
十
三
条
の
五
十
九

そ
の
敷
地
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
要
除
却
等

認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
に
よ
り
新
た
に
建
築
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
要
除
却
等
認
定

マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
が
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火

上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
そ
の
建
蔽
率
（
建
築
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
）
、
容
積

率
（
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
各
部
分
の
高
さ
に
つ

い
て
総
合
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た

も
の
の
容
積
率
又
は
各
部
分
の
高
さ
は
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
一
項
か

ら
第
九
項
ま
で
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超

え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

建
築
基
準
法
第
四
十
四
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
の
二
、
第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
四
条
並

び
に
第
九
十
五
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
行
う
調
査
等
業
務
）

第
百
六
十
三
条
の
六
十

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法

律
第
百
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
要
除
却
等
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
要
除

却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
者
等
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
、

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
敷
地
売
却
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
又
は
敷
地
分
割
を
行
う
た
め
に
必

要
な
調
査
、
調
整
及
び
技
術
の
提
供
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
の
行
う
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
等
資
金
の
融
資
）

第
百
六
十
三
条
の
六
十
一

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平

成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除

却
等
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

敷
地
分
割
決
議
等

（
団
地
建
物
所
有
者
集
会
の
特
例
）

第
百
六
十
三
条
の
六
十
二

要
除
却
等
認
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
団
地
内
建
物
を
構
成
す
る
要
除
却
等
認

定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
（
当
該
要
除
却
等
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
利
用
権
が
借
地
権
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
借

地
権
）
の
共
有
者
で
あ
る
当
該
団
地
内
建
物
の
団
地
建
物
所
有
者
（
以
下
「
特
定
団
地
建
物
所
有
者
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
の
法
律
及
び
区
分
所
有
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
団
地
建
物
所
有
者
集
会
（
区
分
所
有
法
第
六
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
集
会
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
団
地
建
物
所
有
者

で
構
成
さ
れ
る
区
分
所
有
法
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
団
体
又
は
区
分
所
有
法
第
六
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
区
分
所
有
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
団
地
管
理
組
合
法
人
に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
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中
「
第
百
三
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
三
条
の
三
十
一
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七

号
中
「
第
百
三
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
三
条
の
三
十
一
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第

六
号
中
「
第
百
三
十
七
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
三
条
の
二
十
七
第
三
項
、
第
百
六
十
三
条
の
三
十
第
三

項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
第
百
三
十
一
条
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
三

条
の
二
十
二
、
第
百
六
十
三
条
の
二
十
四
第
四
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
第
百

二
十
六
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
三
条
の
十
九
第
三
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中

第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
が
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
以
外
の
事
業
を
営
ん
だ
と
き
。

第
二
百
三
十
条
中
「
及
び
」
を
「
、
第
百
六
十
三
条
の
二
十
二
及
び
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
三
十
一
条
の
二

第
四
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は

同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て

陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
二
百
三
十
二
条
中
「
第
百
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
二
項
、
第
百
六
十
三
条
の
五
第
二
項
」
に
、「
マ

ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
、

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
」
に
改
め
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
章

管
理
計
画
の
認
定
等
（
第
五
条
の
三
慺
第
五
条
の
十
二
）
」
を

「
第
二
章
の
二

マ
ン
シ
ョ
ン

第
三
章

管
理
計
画
の
認
定

管
理
適
正
化
支
援
法
人
（
第
五
条
の
三
慺
第
五
条
の
十
二
）

等
（
第
五
条
の
十
三
慺
第
五
条
の
二
十
二
）

」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
次
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
運
営
」
の
下
に
「
又
は
マ
ン

シ
ョ
ン
の
修
繕
の
実
施
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
勧
告
を
受
け
た
管
理
組
合
の
管
理
者
等
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
経
験
を
有
す

る
者
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン

の
区
分
所
有
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
そ
の
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
を
、
そ
の

保
有
に
当
た
っ
て
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
施
行
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
地

方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
そ
の
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン

の
区
分
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
二
章
の
二

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
の
登
録
）

第
五
条
の
三

都
道
府
県
知
事
等
は
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
法
人
で

あ
っ
て
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
管
理
支
援
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と

い
う
。
）
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
、
業
務
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
管
理
支
援
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
適
正
な
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
計
画
を
確
実
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。

二

個
人
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
管
理
支
援
業
務
を
適
正
か
つ
確
実

に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
支
援
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
前
項
の
申
請
を
し
た
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
登
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

第
五
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二

年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
役
員
の
う
ち
に
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
執
行
を
受
け
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
が
あ
る
こ
と
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
支
援
法
人
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

支
援
法
人
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

三

支
援
法
人
が
管
理
支
援
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

４

支
援
法
人
は
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
援
法
人
の
業
務
）

第
五
条
の
四

支
援
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

管
理
組
合
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相

談
若
し
く
は
提
案
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
者
の
派
遣
そ
の
他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管

理
の
適
正
化
の
推
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

二

都
道
府
県
等
が
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の
作
成
又
は
変
更
に
関
し
、
管
理
組
合
又
は
マ
ン

シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
意
向
そ
の
他
の
事
情
の
把
握
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

適
正
化
推
進
計
画
の
周
知
そ
の
他
の
協
力
を
行
う
こ
と
。

６

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
管
理
組
合
の
管
理
者

等
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
若
し

く
は
そ
の
敷
地
に
立
ち
入
り
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
、
そ
の
敷
地
、
建
築
設
備
、
建
築
材
料
、
書
類
そ
の
他
の
物
件

を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
人
の
居
住
の

用
に
供
す
る
専
有
部
分
に
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
専
有
部
分
に
居
住
し
て
い
る
者
の

承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請

求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
六
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
十
二
第
一
項
中
「
第
五
条
の
四
」
を
「
第
五
条
の
十
四
」
に
、「
第
五
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の

十
六
第
一
項
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
五
条
の
二
十
二
と
す
る
。

第
五
条
の
十
一
第
二
項
中
「
第
五
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五

条
の
二
十
一
と
す
る
。

第
五
条
の
十
第
一
項
中
「
第
五
条
の
四
の
認
定
（
第
五
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
十
四
の
認
定
（
第
五
条

の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
条
の
四
」
を
「
第
五
条
の
十
四
」
に
、「
第
五
条
の
六
第
一
項
」

を
「
第
五
条
の
十
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
の
四
」
を
「
第
五
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
条
の
二
十
と
し
、
第
五
条
の
九
を
第
五
条
の
十
九
と
す
る
。

第
五
条
の
八
中
「
第
五
条
の
四
」
を
「
第
五
条
の
十
四
」
に
、「
第
五
条
の
十
」
を
「
第
五
条
の
二
十
」
に
改
め
、

同
条
を
第
五
条
の
十
八
と
す
る
。

第
五
条
の
七
第
一
項
中
「
第
五
条
の
四
」
を
「
第
五
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
の
四
及
び

第
五
条
の
五
」
を
「
第
五
条
の
十
四
及
び
第
五
条
の
十
五
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
十
七
と
す
る
。

第
五
条
の
六
第
一
項
中
「
第
五
条
の
四
」
を
「
第
五
条
の
十
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
十
六
と
し
、
第
五

条
の
五
を
第
五
条
の
十
五
と
し
、
第
五
条
の
四
を
第
五
条
の
十
四
と
し
、
第
五
条
の
三
を
第
五
条
の
十
三
と
す
る
。
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三

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

四

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
資
す
る
啓
発
活
動
及
び
広
報
活
動
を
行
う
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
資
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
支
援
法
人
の
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
に
よ
る
援
助
へ
の
協
力
）

第
五
条
の
五

支
援
法
人
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八

号
）
第
九
十
七
条
第
三
項
、
第
百
六
十
条
第
三
項
又
は
第
二
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又

は
市
町
村
長
か
ら
協
力
を
要
請
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
要
請
に
応
じ
、
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
、
第
百
六
十
条

第
一
項
又
は
第
二
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
援
助
に
関
し
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
五
条
の
六

支
援
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
、
第
五

条
の
四
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
五
条
の
七

支
援
法
人
は
、
管
理
支
援
業
務
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
支
援
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
支
援
法
人
に
係
る
第
五

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
監
督
）

第
五
条
の
八

都
道
府
県
知
事
等
は
、
管
理
支
援
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
管
理
支
援
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
支
援
法
人
の
管
理
支
援
業
務
の
運
営
に
関
し
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
等
は
、
支
援
法
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

管
理
支
援
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

第
五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三

第
五
条
の
三
第
四
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

五

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

六

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
と
き
。

（
公
表
）

第
五
条
の
九

都
道
府
県
知
事
等
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
。

二

第
五
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

三

第
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

四

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
。

（
国
土
交
通
省
令
へ
の
委
任
）

第
五
条
の
十

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
手
続
そ
の
他
支
援
法
人
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
。

第
二
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
不
明
専
有
部
分
等
の
管
理
に
関
す
る
区
分
所
有
法
の
特
例
）

第
五
条
の
二
の
二

都
道
府
県
知
事
等
は
、
居
住
そ
の
他
の
使
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
常
態
で
あ
る
マ
ン

シ
ョ
ン
の
専
有
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
区
分
所
有
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
そ
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
専
有
部
分
が
数
人
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
共
有
者
を
知
る
こ
と
が

で
き
ず
、
又
は
そ
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
マ
ン
シ
ョ
ン
の
専
有
部
分
の
共
有
持
分
。
第
五
条
の
十
二
の

二
第
一
項
に
お
い
て
「
マ
ン
シ
ョ
ン
所
有
者
不
明
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
そ
の
適
正
な
管
理
の
た
め
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
区
分
所
有
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
専
有
部
分
が
適
正
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
ま
ま
放

置
す
れ
ば
、
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
又
は
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る

状
態
そ
の
他
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
居
住
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
状
態
と

な
る
と
認
め
ら
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
専
有
部
分
（
第
五
条
の
十
二
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
不

全
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
そ
の
適
正
な
管
理
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
裁
判

所
に
対
し
、
区
分
所
有
法
第
四
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
共
用
部
分
（
区
分
所
有
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共
用
部
分
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
適
正
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
著

し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
又
は
著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
状
態
そ
の
他
マ

ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
居
住
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
に
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
状
態
と
な
る
と
認
め
ら

れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
共
用
部
分
（
第
五
条
の
十
二
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
不
全
共
用
部
分
」

と
い
う
。）
に
つ
き
、
そ
の
適
正
な
管
理
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
区

分
所
有
法
第
四
十
六
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
の
五
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、「
第
百
六
十
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
三
項
」
を
、「
第
百
六

十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

（
情
報
の
提
供
等
）

第
五
条
の
十
一

国
及
び
関
係
地
方
公
共
団
体
は
、
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の

提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
援
法
人
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
五
条
の
十
二

支
援
法
人
は
、
都
道
府
県
等
に
対
し
、
管
理
支
援
業
務
の
実
施
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
に
基
づ

き
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
提
案
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の
素
案
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
提
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
を
受
け
た
都
道
府
県
等
は
、
当
該
提
案
に
基
づ
き
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計

画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
当
該
提
案
を
し
た
支
援
法
人
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
二
条
の
二
中
「（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）」
を
削
る
。

第
百
四
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
第
三
章
」
を
「
か
ら
第
三
章
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
百
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
条
の
十
二
第
二
項
」
を
「
第
五
条
の
六
、
第
五
条
の
二
十
二
第
二
項
」
に
改

め
る
。

第
百
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
条
の
八
」
を
「
第
五
条
の
十
八
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

一

第
五
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ

る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

第
五
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
条
の
二
」
を
「
第
五
条
の
二
の
二
」
に
、「
第
五
条
の
十
二
」
を
「
第
五
条
の
十
二
の
二
」
に
改
め

る
。
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（
管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
の
表
示
等
）

第
五
条
の
二
十
一

管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
等
又
は
第
五
条
の
十
六
の
認

定
を
受
け
た
者
は
、
管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
、
そ
の
敷
地
又
は
そ
の
利
用
に
関
す
る
広
告
そ
の
他
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
管
理
計
画
認
定
マ
ン
シ
ョ
ン
が
同
条
の
認
定
を
受
け
て
い
る
旨
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、
そ
の
敷
地
又
は
そ
の
利
用
に
関
す
る
広
告

等
に
、
同
項
の
表
示
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示
を
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
十
六
第
一
項
中
「
第
五
条
の
十
四
」
を
「
第
五
条
の
十
六
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
十
八
と
す
る
。

第
五
条
の
十
五
中
「
（
以
下
「
認
定
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
の
十
七
と
す
る
。

第
五
条
の
十
四
中
「
前
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
管
理
組
合
」
を
「
前

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
係
る
管
理
計
画
に
あ
っ
て
は
、
管
理
組
合
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
を

第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
係
る
管
理
計
画
に
あ
っ
て
は
、
分
譲
事
業
者
に
よ
る
管
理
組
合

の
管
理
者
等
へ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
引
継
ぎ
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
こ

と
。

第
五
条
の
十
四
を
第
五
条
の
十
六
と
す
る
。

第
五
条
の
十
三
第
二
項
第
三
号
中
「
当
該
」
を
「
管
理
組
合
の
管
理
者
等
が
作
成
す
る
管
理
計
画
に
あ
っ
て
は
、

当
該
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

分
譲
事
業
者
が
作
成
す
る
管
理
計
画
に
あ
っ
て
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
の
管
理
者
等
へ
の
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
切
か
つ
円
滑
な
引
継
ぎ
に
関
す
る
事
項

第
五
条
の
十
三
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

建
物
を
分
譲
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
と
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
に
お
い
て
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
を

行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
分
譲
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
分
譲
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
管
理
計
画
を
作
成
し
、
計
画
作
成
都
道
府
県
知
事
等
の
認
定
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
五
条
の
十
三
を
第
五
条
の
十
五
と
す
る
。

第
五
条
の
十
二
の
二
中
「
第
五
条
の
二
の
二
」
を
「
第
五
条
の
三
」
に
改
め
、
第
二
章
の
二
中
同
条
を
第
五
条
の

十
四
と
し
、
第
五
条
の
十
二
を
第
五
条
の
十
三
と
し
、
第
五
条
の
十
一
を
第
五
条
の
十
二
と
す
る
。

第
五
条
の
十
中
「
第
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
十
一
と
す
る
。

第
五
条
の
九
第
一
号
中
「
第
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五

条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の

八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

五
条
の
十
と
す
る
。

第
五
条
の
八
第
三
項
中
「
、
第
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中「
第

五
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
条
の
三
第
四
項
」

を
「
第
五
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
を
第
五
条
の
九
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と

し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
マ
ン

シ
ョ
ン
の
更
新
が
さ
れ
た
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
が
さ
れ
た
後
に
人
の
居
住
の
用
そ
の

他
そ
の
本
来
の
用
途
に
供
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
の
購
入
に
必
要
な
資
金
（
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
更
新
又
は
マ

ン
シ
ョ
ン
の
更
新
が
さ
れ
た
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
購
入
に
付
随
す
る
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
必
要
な
資

金
を
含
む
。
）
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

第
十
三
条
第
二
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
三
条
の
六
十
一
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
行
う

こ
と
。

第
十
四
条
中
「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
号
中
「
同
項
第
七
号
」
を
「
同
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
十
三
条
第
二
項
第
八

号
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
、「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及

び
第
六
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
第
八
号
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
、「
若
し
く
は
第
六
号
」
を
「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
第
八
号
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
六
項
中
「
第
八
号
」
を
「
第
九
号
」
に
、「「
第
六
号
」
を
「
「
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
十
八
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
の
規
定
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
四
条
」
を
「
第

四
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
四
条
第
二
項
第
九
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法

第
一
章
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
都
道
府
県
知
事
（
市
の
区
域
内
に
あ
っ

て
は
、
当
該
市
の
長
。
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
都
道
府
県
知
事
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
同
法
第
十
一
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
十
七
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
六
十

条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
七
十
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
十
三
条
に
一
項
を
加
え

第
五
条
の
七
第
二
項
中
「
第
五
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
八
と

す
る
。

第
五
条
の
六
中
「
第
五
条
の
四
第
一
号
」
を
「
第
五
条
の
五
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
七
と
し
、
第

五
条
の
五
を
第
五
条
の
六
と
し
、
第
五
条
の
四
を
第
五
条
の
五
と
す
る
。

第
五
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
第
五
条
の
八
第
三
項
」
を
「
第
五
条
の
九
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条

の
四
と
す
る
。

第
五
条
の
二
の
二
中
「
第
五
条
の
十
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
第
二
章
中
同
条

を
第
五
条
の
三
と
す
る
。

第
七
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
、
認
定
管
理
者
等
」
を
「
、
第
五
条
の
十
六
の
認
定
を
受
け
た
管
理
組
合
の

管
理
者
等
」
に
、「
認
定
管
理
者
等
に
」
を
「
管
理
者
等
に
」
に
改
め
る
。

第
百
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
条
の
六
、
第
五
条
の
二
十
二
第
二
項
」
を
「
第
五
条
の
七
、
第
五
条
の
二
十

六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
九
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第

一
号
中
「
第
五
条
の
十
八
」
を
「
第
五
条
の
二
十
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

一

第
五
条
の
二
十
一
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
表
示
を
付
し
た
と
き
。

第
百
九
条
第
二
項
中
「
前
項
第
八
号
」
を
「
前
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
中
「
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
八
号
」
を
「
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。
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第
五
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
六
月
間
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

施
行
日
前
に
第
三
条
の
規
定
（
附

則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正

規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
マ

ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化

に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
旧
円
滑
化
法
」
と
い
う
。
）

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
を
受
け
た
旧
円
滑
化
法
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン

建
替
組
合

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
マ

ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に

関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
新
円
滑
化
法
」
と
い
う
。
）
第
八

条
第
一
項

旧
円
滑
化
法
第
八
条
第
一
項

施
行
日
前
に
旧
円
滑
化
法
第
百
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
た
旧
円
滑
化
法
第
百
十
六

条
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地

売
却
組
合

新
円
滑
化
法
第
百
十
二
条
第
一
項

旧
円
滑
化
法
第
百
十
九
条
第
一
項

令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報

る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
二
十
二
条
の
改
正
規
定
（
「
第
九
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
二
百
三
十
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び
第
四
条
の
規
定

並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定
、
附
則
第
九
条
の
規
定
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
別
表

第
二
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
項
の
改
正
規
定

中
「
第
九
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
十
条
、
第
十
一

条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日

三

第
六
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
五
条
第

七
項
に
お
い
て
「
新
区
分
所
有
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の

法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
物
の
区
分
所
有
等

に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
区
分
所
有
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
生
じ
た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
旧
区
分
所
有
法
の
規
定
に
よ
り
招
集
の
手
続
が
開
始

さ
れ
た
集
会
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
旧
区
分
所
有
法
の
規
定
に
よ
る
規
約
で
定
め
ら
れ
た
事
項
で
新
区
分

所
有
法
に
抵
触
す
る
も
の
は
、
施
行
日
か
ら
そ
の
効
力
を
失
う
。

４

施
行
日
前
に
滅
失
し
た
建
物
に
つ
い
て
は
、
新
区
分
所
有
法
第
三
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
行

日
以
後
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
の
政
令

が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
建
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
は
、
こ
の

附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
被
災
区
分

所
有
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
生
じ
た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

２

施
行
日
前
に
旧
被
災
区
分
所
有
法
の
規
定
に
よ
り
招
集
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
集
会
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
日
の
前

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建

替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
号
改
正
後
円
滑
化
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
四
項
及

び
第
百
七
十
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関

す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
、「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
。

２

第
二
号
施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の

前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
号
改
正
後
円
滑
化
法
第
九
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中「
第

五
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
五
条
の
三
第
一
項
」
と
す
る
。

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
も
、
新
円
滑
化
法
第
三
十
四
条
第
一
項

又
は
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
定
款
（
新
円
滑
化
法
第
七
条
第
一
号
又
は
第
百
十
一
条
第
一
号
に
掲

げ
る
組
合
の
名
称
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
変
更
の
認
可
を
申
請
し
、
都
道
府
県
知
事
等
（
新
円
滑
化
法
第
四
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
等
を
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
認
可
を
受
け
た
日
以
後
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
名
称
中
に
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
又
は
マ
ン
シ
ョ

ン
除
却
組
合
と
い
う
文
字
を
用
い
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
新
円
滑
化
法
第
八
条
第
二
項
、
第
百
十
二
条
第
二
項
又

は
第
百
六
十
三
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
六
月
間
は
、
適
用
し
な
い
。

４

次
に
掲
げ
る
認
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
認
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
つ
い
て
の
認
可
又
は
不
認
可
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一

施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
円
滑
化
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

二

施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
円
滑
化
法
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

三

施
行
日
前
に
さ
れ
た
旧
円
滑
化
法
第
百
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
組
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
組
合
と
み
な
す
。

一

施
行
日
前
に
旧
円
滑
化
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
施
行
日
以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
り
さ
れ
た
認
可
を
含
む
。
）
を
受
け
た
旧
円
滑
化
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組

合

新
円
滑
化
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
新
円
滑
化
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
マ
ン

シ
ョ
ン
再
生
組
合

二

施
行
日
前
に
旧
円
滑
化
法
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
施
行
日
以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
り
さ
れ
た
認
可
を
含
む
。
）を
受
け
た
旧
円
滑
化
法
第
百
十
六
条
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地

売
却
組
合

新
円
滑
化
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
新
円
滑
化
法
第
百
九
条
に
規
定
す

る
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合

６

施
行
日
前
に
旧
円
滑
化
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
認
定
は
、
新
円
滑
化
法
第
百
六
十
三
条
の
五

十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
認
定
と
み
な
す
。

７

施
行
日
前
に
旧
円
滑
化
法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
決

議
は
、
新
区
分
所
有
法
第
六
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
建
物
敷
地
売
却
決
議
と

み
な
す
。

８

施
行
日
前
に
旧
円
滑
化
法
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
買
受
計
画
に
関
す

る
当
該
買
受
計
画
の
変
更
の
認
定
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
買
受
け
及
び
除
却
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
代
替
建
築
物
の
提

供
等
の
実
施
、
報
告
の
徴
収
、
勧
告
並
び
に
公
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
新
適
正
化
法
」
と
い
う
。）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
管
理
組
合
か
ら
管
理
者
事
務
（
同
項
に
規
定

す
る
管
理
者
事
務
を
い
う
。
）
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
で
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す

る
日
前
に
締
結
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

新
適
正
化
法
第
七
十
七
条
の
規
定
は
、
管
理
組
合
か
ら
管
理
事
務
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
管
理
事
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
委
託
を
受
け
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
契
約
で
施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
た
も
の
に
基
づ
き
行
う
管
理
事
務
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
契
約

で
施
行
日
前
に
締
結
さ
れ
た
も
の
に
基
づ
き
行
う
管
理
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
適
正
化
法
第
七
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
す
る
日
前
に
行
わ
れ
る
取
引
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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政

令

令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報
                                                               

                                                               

嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆

嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇

第
２

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る

法
律

施
行

令
の

一
部

改
正

第
一

条
第

一
項

及
び

第
四

条
第

一
号

に
お

い
て

所
要

の
改

正
を

行
う

。

第
３

地
方

税
法

施
行

令
の

一
部

改
正

附
則

第
十

二
条

第
四

十
八

項
柱

書
及

び
同

項
第

二
号

ロ
に

お
い

て
所

要
の

改
正

を
行

う
。

第
４

附
則

こ
の

政
令

は
、

老
朽

化
マ

ン
シ

ョ
ン

等
の

管
理

及
び

再
生

の
円

滑
化

等
を

図
る

た
め

の
建

物
の

区
分

所
有

等

に
関

す
る

法
律

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
附

則
第

一

条
第

二
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
（

令
和

七
年

十

一
月

二
十

八
日

）
か

ら
施

行
す

る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
２

そ
の

他

そ
の

他
所

要
の

改
正

を
行

う
。

第
３

施
行

期
日

こ
の

政
令

は
、

航
空

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

附
則

第
一

条
第

二
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
の

日
（

令

和
七

年
九

月
一

日
）

か
ら

施
行

す
る

。（
附

則
関

係
）

暙
暙
暛
暜
暝
暞
暟
暙
暙

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
三
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

◇
航

空
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

期
日

を
定

め
る

政
令

（
政

令
第

三
百

七
号

）（
国

土
交

通
省

）

航
空

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
七

年
法

律

第
五

十
五

号
）

の
施

行
期

日
は

令
和

七
年

十
二

月
一

日
と

し
、

同
法

附
則

第
一

条
第

二
号

に
掲

げ
る

規
定

の
施

行
期

日
は

同
年

九
月

一
日

と
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇
航

空
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

一
部

の
施

行
に

伴
う

関
係

政
令

の
整

備
に

関
す

る
政

令
（

政
令

第
三

百

八
号

）（
国

土
交

通
省

）

第
１

空
港

法
施

行
令

の
一

部
改

正

１
災

害
復

旧
工

事

国
土

交
通

大
臣

が
地

方
公

共
団

体
に

代
わ

っ
て

施

行
す

る
特

定
工

事
の

施
行

中
に

生
じ

た
災

害
に

よ
る

工
事

を
、

災
害

復
旧

工
事

の
対

象
か

ら
除

く
。（

第
四

条
関

係
）

２
特

定
工

事
等

の
代

行
に

係
る

公
示

 
国

土
交

通
大

臣
が

地
方

公
共

団
体

等
に

代
わ

っ

て
特

定
工

事
等

を
施

行
し

よ
う

と
す

る
場

合
の

公

示
の

方
法

を
定

め
る

。（
第

四
条

の
二

第
一

項
関

係
）

 
国

土
交

通
大

臣
が

地
方

公
共

団
体

等
に

代
わ

っ

て
施

行
し

た
特

定
工

事
等

の
全

部
又

は
一

部
を

完

了
し

た
場

合
の

公
示

の
方

法
を

定
め

る
。（

第
四

条

の
二

第
二

項
関

係
）

３
特

定
災

害
復

旧
工

事
の

施
行

中
又

は
着

手
前

に
災

害
が

生
じ

た
場

合
の

措
置

 
国

土
交

通
大

臣
が

地
方

公
共

団
体

に
代

わ
っ

て

施
行

す
る

特
定

災
害

復
旧

工
事

（
滑

走
路

等
、

空

港
用

地
又

は
排

水
施

設
等

に
係

る
も

の
に

限
る

。）

の
施

行
中

又
は

着
手

前
に

お
い

て
、

更
に

当
該

施

設
に

つ
い

て
地

震
等

に
よ

る
災

害
が

生
じ

た
場

合

の
措

置
を

定
め

る
。（

第
五

条
第

三
項

関
係

）

 
特

定
地

方
管

理
空

港
に

お
け

る
特

定
災

害
復

旧

工
事

の
施

行
中

又
は

着
手

前
に

災
害

が
生

じ
た

場

合
の

措
置

に
つ

い
て

、
 

と
同

様
と

す
る

。（
附

則

第
五

条
第

一
項

関
係

）

４
そ

の
他

そ
の

他
所

要
の

改
正

を
行

う
。

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
三
百
四
号

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
六
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

日
本
国
の
自
衛
隊
と
イ
タ
リ
ア
共
和
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
イ
タ
リ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
イ
タ
リ
ア
共
和
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供

に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
イ
タ
リ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
三
百
五
号

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。
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令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報

航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
工
事
等
の
代
行
に
係
る
公
示
）

第
四
条
の
二

法
第
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
を
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
工
事
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
と
き

当
該
特
定
工
事
の
代
行
に

係
る
地
方
管
理
空
港
の
名
称
及
び
区
域
、
当
該
特
定
工
事
に
係
る
施
設
並
び
に
当
該
代
行
の
開
始
の
日

二

法
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
災
害
復
旧
工
事
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
と
き

当
該
特
定
災
害

復
旧
工
事
の
代
行
に
係
る
特
定
空
港
の
名
称
及
び
区
域
、
当
該
特
定
災
害
復
旧
工
事
に
係
る
施
設
並
び
に
当
該

代
行
の
開
始
の
日

三

法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き

当
該
特
定
業
務
の
代
行
に
係
る

特
定
空
港
の
名
称
及
び
区
域
、
当
該
特
定
業
務
に
係
る
施
設
並
び
に
当
該
代
行
の
開
始
の
日

航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
三
百
八
号

航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
条
の
二
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
附

則
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
二
条
、
同
法
附
則
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
条
の
二
第
一
項
並
び
に
空
港
整
備
法
及
び
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
五
号
）
附

則
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
空
港
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

空
港
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
の
定
義
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
第
二
項
」
に
、「
災
害

復
旧
工
事
」
を
「
工
事
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
基
因
し
て
」
を
「
よ
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第

六
号
中
「
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補

助
に
係
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

国
土
交
通
大
臣
の
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
法
第
四
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
空
港
に
お
け
る
法
第
六

条
第
一
項
の
工
事

ロ

地
方
公
共
団
体
の
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
地
方
管
理
空
港
に
お
け
る
法
第
八
条
第
一
項
の
工
事
又
は
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
に
係
る
工
事

ハ

国
土
交
通
大
臣
が
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
に
代
わ
つ
て
施
行
す
る
特
定
工

事

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
三
百
六
号

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
及
び
第
三
十
七
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
と
す
る
。

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
号
中
「
第
五
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
五
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
中
「
同
法
第
五
条
の
八
」
を
「
同
法
第
五
条
の
十
八
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
中

「
第
五
条
の
八
」
を
「
第
五
条
の
十
八
」
に
、「
第
五
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
五
条
の
十
四
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

政
令
第
三
百
七
号

航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
と
し
、
同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
同
年
九
月
一
日
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
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政

令

令和  年  月  日 水曜日 第     号官 報
                                                               

                                                               

嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆
嫆

嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇
嫇

用
い

る
給

気
口

及
び

排
気

口
を

有
す

る
場

合
に

お
い

て

は
、

天
井

又
は

壁
の

う
ち

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

部

分
に

あ
る

開
放

で
き

る
部

分
の

面
積

の
床

面
積

に
占

め

る
割

合
が

、
国

土
交

通
大

臣
が

定
め

る
方

法
に

よ
り

算

出
し

た
割

合
以

上
の

も
の

と
す

る
。（

第
百

十
六

条
の

二
、

第
百

二
十

八
条

の
三

の
二

関
係

）

４
排

煙
設

備
の

設
置

及
び

構
造

に
係

る
規

制
の

見
直

し

 
階

数
が

三
以

上
で

延
べ

面
積

が
五

百
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
建

築
物

の
高

さ
三

十
一

メ
ー

ト
ル

以
下

の
部

分
に

あ
る

居
室

に
お

い
て

、
床

面
積

百
平

方

メ
ー

ト
ル

以
内

ご
と

に
設

け
る

こ
と

で
排

煙
設

備
を

設
け

る
こ

と
が

不
要

と
な

る
防

煙
壁

の
対

象
及

び
性

能
を

拡
大

し
、

当
該

建
築

物
の

天
井

面
か

ら
五

十
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

以
上

下
方

に
突

出
し

た
は

り
を

対
象

に
加

え
る

と
と

も
に

、
床

面
か

ら
下

端
ま

で
の

垂
直

距
離

が
国

土
交

通
大

臣
が

定
め

る
距

離
以

上
で

あ
る

準
耐

火
構

造
で

あ
る

も
の

を
性

能
に

加
え

る
。（

第
百

二
十

六
条

の
二

関
係

）

 
排

煙
口

の
う

ち
排

煙
機

を
設

け
な

い
自

然
排

煙
口

は
、

不
燃

材
料

で
造

る
こ

と
を

要
し

な
い

こ
と

と
す

る
。（

第
百

二
十

六
条

の
三

関
係

）

 
排

煙
口

は
、

床
面

か
ら

天
井

ま
で

の
垂

直
距

離
に

応
じ

て
国

土
交

通
大

臣
が

定
め

る
部

分
に

あ
る

天
井

又
は

壁
に

設
け

る
こ

と
と

す
る

。（
第

百
二

十
六

条
の

三
関

係
）

 
第

百
二

十
六

条
の

三
第

一
項

の
規

定
の

適
用

を
除

外
で

き
る

特
殊

な
構

造
の

排
煙

設
備

を
設

け
る

場
合

と
し

て
、

個
別

に
国

土
交

通
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

も
の

を
設

け
る

場
合

を
加

え
る

。（
第

百
二

十
六

条
の

三
関

係
）

 
大

規
模

の
木

造
建

築
物

等
の

外
壁

に
係

る
大

規
模

の
修

繕
又

は
大

規
模

の
模

様
替

以
外

の
全

て
の

大
規

模
の

修
繕

又
は

大
規

模
の

模
様

替
を

行
う

場
合

に

あ
っ

て
は

、
建

築
基

準
法

第
二

十
五

条
の

外
壁

に
係

る
部

分
に

つ
い

て
、

現
行

基
準

へ
の

適
合

を
要

し
な

い
。

 
大

規
模

の
木

造
建

築
物

等
の

屋
根

及
び

外
壁

に
係

る
大

規
模

の
修

繕
又

は
大

規
模

の
模

様
替

以
外

の
全

て
の

大
規

模
の

修
繕

又
は

大
規

模
の

模
様

替
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

建
築

基
準

法
第

二
十

五
条

の
軒

裏
に

係
る

部
分

に
つ

い
て

、
現

行
基

準
へ

の
適

合
を

要
し

な
い

。

 
大

規
模

の
木

造
建

築
物

等
の

屋
根

に
係

る
大

規
模

の
修

繕
又

は
大

規
模

の
模

様
替

以
外

の
全

て
の

大
規

模
の

修
繕

又
は

大
規

模
の

模
様

替
を

行
う

場
合

に

あ
っ

て
は

、
建

築
基

準
法

第
二

十
五

条
の

屋
根

に
係

る
部

分
に

つ
い

て
、

現
行

基
準

へ
の

適
合

を
要

し
な

い
。

８
そ

の
他

そ
の

他
所

要
の

改
正

を
行

う
。

９
施

行
期

日
等

 
こ

の
政

令
は

、
令

和
七

年
十

一
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。（
附

則
第

一
項

関
係

）

 
こ

の
政

令
の

施
行

に
関

し
必

要
な

経
過

措
置

を
定

め
る

。（
附

則
第

二
項

関
係

）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５
大

規
模

な
木

造
建

築
物

等
に

係
る

敷
地

内
の

通
路

等

の
技

術
的

基
準

の
見

直
し

延
べ

面
積

千
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
大

規
模

木
造

建
築

物
が

あ
る

場
合

及
び

同
一

敷
地

内
に

二
以

上
の

一

定
の

建
築

物
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
通

路
を

設
け

な

く
と

も
よ

い
建

築
物

の
周

囲
の

部
分

及
び

周
囲

に
設

け

ら
れ

る
通

路
の

技
術

的
基

準
は

、
当

該
建

築
物

の
規

模
、

構
造

等
に

応
じ

、
国

土
交

通
大

臣
が

定
め

る
こ

と
と

す

る
。（

第
百

二
十

八
条

の
二

関
係

）

６
建

築
基

準
法

の
規

制
対

象
と

す
る

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

及

び
小

荷
物

専
用

昇
降

機
の

範
囲

の
見

直
し

建
築

基
準

法
に

お
け

る
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
及

び
小

荷
物

専
用

昇
降

機
に

係
る

規
定

の
適

用
対

象
か

ら
、

事
業

場

に
設

置
さ

れ
る

労
働

安
全

衛
生

法
施

行
令

第
一

条
第

九

号
に

規
定

す
る

簡
易

リ
フ

ト
を

除
く

。（
第

百
二

十
九

条

の
三

関
係

）

７
既

存
の

建
築

物
に

対
す

る
制

限
の

緩
和

既
存

の
建

築
物

に
対

す
る

現
行

規
定

へ
の

適
合

義
務

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

と
す

る
こ

と
と

す
る

。（
第

百

三
十

七
条

の
十

二
関

係
）

 
屋

根
に

係
る

大
規

模
の

修
繕

又
は

大
規

模
の

模
様

替
以

外
の

全
て

の
大

規
模

の
修

繕
又

は
大

規
模

の
模

様
替

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
建

築
基

準
法

第
二

十
二

条
第

一
項

及
び

第
六

十
二

条
に

つ
い

て
、

現
行

基
準

へ
の

適
合

を
要

し
な

い
。

 
外

壁
に

係
る

大
規

模
の

修
繕

又
は

大
規

模
の

模
様

替
以

外
の

全
て

の
大

規
模

の
修

繕
又

は
大

規
模

の
模

様
替

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
建

築
基

準
法

第
二

十
三

条
に

つ
い

て
、

現
行

基
準

へ
の

適
合

を
要

し
な

い
。

暙
暙
暛
暜
暝
暞
暟
暙
暙

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
附
則
第
九
条
の

二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
政
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
九
月
三
日内

閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
三
百
九
号

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
附
則
第
九

条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
に

関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
九
号
）
附
則
第
九
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
附
則
第
九
条
の

二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
政
令

（
令
和
三
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
令
和
七
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和

十
二
年
四
月
一
日
」
に
、「
令
和
八
年
六
月
三
十
日
」
を
「
令

和
十
三
年
六
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
令
和
八
年
七
月
十
日
」
を
「
令
和
十
三
年

七
月
十
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
九
月
三
日内

閣
総
理
大
臣

石
破

茂

◇
家

畜
伝

染
病

予
防

法
施

行
令

の
一

部
を

改
正

す
る

政
令

（
政

令
第

三
百

十
一

号
）（

農
林

水
産

省
）

１
家

畜
伝

染
病

予
防

法
施

行
令

の
一

部
改

正

 
高

病
原

性
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
及

び
低

病
原

性
鳥

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
の

対
象

家
畜

に
エ

ミ
ュ

ー
を

加

え
、

そ
の

他
所

要
の

改
正

を
行

う
も

の
と

す
る

。（
第

一
条

、
第

二
条

及
び

第
四

条
関

係
）

 
エ

ミ
ュ

ー
の

評
価

額
の

最
高

限
度

額
に

つ
い

て
、

五
万

二
千

円
と

定
め

る
。（

第
九

条
関

係
）

２
施

行
期

日

こ
の

政
令

は
、
令

和
七

年
十

月
一

日
か

ら
施

行
す

る
。

（
附

則
関

係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇
麻

薬
、

麻
薬

原
料

植
物

、
向

精
神

薬
、

麻
薬

向
精

神
薬

原
料

等
を

指
定

す
る

政
令

の
一

部
を

改
正

す
る

政
令

（
政

令
第

三
百

十
二

号
）（

厚
生

労
働

省
）

１
新

た
に

指
定

す
る

物
質

 
次

に
掲

げ
る

物
を

麻
薬

に
指

定
す

る
。（

本
則

関

係
）

イ
一

 
（

エ
チ

ル
ア

ミ
ノ

）
エ

チ
ル

 
二

 （
四

 

イ
ソ

プ
ロ

ポ
キ

シ
ベ

ン
ジ

ル
）

 
五

 
ニ

ト
ロ

ベ

ン
ズ

イ
ミ

ダ
ゾ

ー
ル

及
び

そ
の

塩
類

ロ
二

 
（

四
 

エ
ト

キ
シ

ベ
ン

ジ
ル

）
 

五
 

ニ

ト
ロ

 
一

 
［

二
 
（

ピ
ペ

リ
ジ

ン
 

一
 

イ
ル

）

エ
チ

ル
］

ベ
ン

ズ
イ

ミ
ダ

ゾ
ー

ル
及

び
そ

の
塩

類

ハ
五

 
ニ

ト
ロ

 
二

 
（

四
 

プ
ロ

ポ
キ

シ
ベ

ン

ジ
ル

）
 

一
 

［
二

 
（

ピ
ロ

リ
ジ

ン
 

一
 

イ

ル
）

エ
チ

ル
］

ベ
ン

ズ
イ

ミ
ダ

ゾ
ー

ル
及

び
そ

の

塩
類

ニ
六

ａ
・

七
・

八
・

九
・

十
・

十
ａ

 
ヘ

キ
サ

ヒ

ド
ロ

 
六

・
六

・
九

 
ト

リ
メ

チ
ル

 
三

 
ペ

ン

チ
ル

 
六

Ｈ
 

ジ
ベ

ン
ゾ

［
ｂ

・
ｄ

］
ピ

ラ
ン

 

一
 

オ
ー

ル
及

び
そ

の
塩

類

ホ
二

 
（

四
 

メ
ト

キ
シ

ベ
ン

ジ
ル

）
 

五
 

ニ

ト
ロ

 
一

 
［

二
 
（

ピ
ロ

リ
ジ

ン
 

一
 

イ
ル

）

エ
チ

ル
］

ベ
ン

ズ
イ

ミ
ダ

ゾ
ー

ル
及

び
そ

の
塩

類

 
次

に
掲

げ
る

物
を

向
精

神
薬

に
指

定
す

る
。（

本
則

関
係

）

Ｎ
 

（
プ

ロ
パ

ン
 

二
 

イ
ル

）
カ

ル
バ

ミ
ン

酸

二
 
［
（

カ
ル

バ
モ

イ
ル

オ
キ

シ
）

メ
チ

ル
］

 
二

 

メ
チ

ル
ペ

ン
チ

ル
（

別
名

カ
リ

ソ
プ

ロ
ド

ー
ル

）
及

び
そ

の
塩

類

２
施

行
期

日

こ
の

政
令

は
、

公
布

の
日

か
ら

起
算

し
て

三
十

日
を

経
過

し
た

日
か

ら
施

行
す

る
。（

附
則

関
係

）
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令和  年  月  日 水曜日 第     号官 報

第
百
十
四
条
第
三
項
第
二
号
中
「
の
基
準
」
を
「
に
掲

げ
る
基
準
」
に
、「
も
の
」
を
「
建
築
物
」
に
改
め
、
同
項

中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

三

そ
の
各
室
及
び
各
通
路
（
避
難
上
及
び
延
焼
防
止

上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

る
室
及
び
通
路
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
壁
（
床
面
か

ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除

く
。
）
及
び
天
井
（
天
井
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

屋
根
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
き
、
天
井
が
な
い

場
合
に
お
い
て
は
小
屋
組
を
含
む
。）
の
仕
上
げ
、
排

煙
設
備
の
設
置
の
状
況
及
び
構
造
そ
の
他
の
事
項
に

関
し
避
難
上
及
び
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物

第
百
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
天
井
か
ら
下
方

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
距
離
」
を
「
壁
（
床
面
か

ら
天
井
ま
で
の
垂
直
距
離
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、「
五
十
分
の
一
」
の
下
に

「
（
火
災
時
に
生
ず
る
煙
を
有
効
に
排
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を

用
い
る
給
気
口
及
び
排
気
口
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
給
気
口
の
開
口
面
積
、
排
気
口
の
高
さ
及
び
居
室
の

床
面
積
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り

算
出
し
た
割
合
）
」を
加
え
る
。

第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
四
号
中

「
部
分
は
」
の
下
に
「
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
従
い
」
を
、「
こ
と
」
の
下
に
「
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
垂
れ
壁
」
の
下
に

「
又
は
は
り
」
を
加
え
、「
不
燃
材
料
で
造
り
、
又
は
」
を

「
、
準
耐
火
構
造
で
あ
る
も
の
（
そ
の
下
端
か
ら
床
面
ま

で
の
垂
直
距
離
が
居
室
の
床
面
積
に
応
じ
国
土
交
通
大
臣

の
定
め
る
距
離
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
不
燃
材

料
で
造
り
、
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
排
煙
設
備
」

を
「
排
煙
機
を
設
け
る
排
煙
設
備
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
の
上
部
（
天
井
か
ら
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
た

け
の
最
も
短
い
防
煙
壁
の
た
け
が
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
値
）
以
内
の
距
離
に
あ
る
部

分
を
い
う
」
を「
（
床
面
か
ら
天
井
ま
で
の
垂
直
距
離
に
応

じ
て
、
排
煙
口
を
設
け
た
場
合
に
火
災
時
に
生
ず
る
煙
を

有
効
に
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
部
分
に
限
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
と
し
て
」
を
「
と
し
て
、
」
に
改
め
、「
用
い
る
」
の
下
に

「
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
」
を
加
え

る
。第

百
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
を
除
く
。
）
に
幅
員
が

三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
」
を
「
そ
の
他
避
難
上
及
び
消
火
上

支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
部
分

を
除
く
。
）
に
避
難
上
及
び
消
火
上
有
効
な
も
の
と
し
て
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
」
に
改
め
、
同

項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
を
除
く
。
）
に
幅

員
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
」
を
「
そ
の
他
避
難
上
及
び
消

火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

部
分
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
避
難
上
及
び
消

火
上
有
効
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
（
道

又
は
隣
地
境
界
線
に
接
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
幅
員
が
三

メ
ー
ト
ル
以
上
の
」
を
「
に
同
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前

各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
八
条
の
三
の
二
第
一
号
中
「
天
井
か
ら
下
方

八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
距
離
」
を
「
壁
（
床
面
か

ら
天
井
ま
で
の
垂
直
距
離
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、「
五
十
分
の
一
」
の
下
に

「
（
火
災
時
に
生
ず
る
煙
を
有
効
に
排
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を

用
い
る
給
気
口
及
び
排
気
口
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
給
気
口
の
開
口
面
積
、
排
気
口
の
高
さ
及
び
居
室
の

床
面
積
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り

算
出
し
た
割
合
）
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
の
昇
降
機
」

の
下
に
「
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政

令
第
三
百
十
八
号
）
第
一
条
第
九
号
に
規
定
す
る
簡
易
リ

フ
ト
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
七
条
中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
二
項
」

を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
七
条
の
二
の
四
第
一
号
ロ
中
「
第
百
九
条
の

九
」
を
「
第
百
九
条
の
十
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
七
条
の
十
第
一
号
ロ
挑
中
「
第
百
三
十
七
条

の
十
二
第
九
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
四
項
」

に
改
め
る
。

第
百
三
十
七
条
の
十
二
中
第
九
項
を
第
十
四
項
と
し
、

第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
五
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一

項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

２

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
二
条
第

一
項
又
は
法
第
六
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い

建
築
物
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
政

令
で
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の

模
様
替
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
に
お
け
る
屋
根
以

外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模

の
模
様
替
と
す
る
。

３

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
三
条
の

規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
の
法
第
八

十
六
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
大
規

模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て
は
、
当
該

建
築
物
に
お
け
る
外
壁
以
外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
大

規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
と
す
る
。

４

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
五
条

（
外
壁
（
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
の
適
用
を
受
け
な
い
木
造
建
築
物
等
に
つ
い
て
の
法

第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て
は
、

当
該
木
造
建
築
物
等
に
お
け
る
外
壁
以
外
の
部
分
に
係

る
全
て
の
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
と
す

る
。

５

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
五
条

（
軒
裏
（
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
木
造
建

築
物
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
政

令
で
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の

模
様
替
に
つ
い
て
は
、
当
該
木
造
建
築
物
等
に
お
け
る

屋
根
及
び
外
壁
以
外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
大
規
模
の

修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
と
す
る
。

６

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
五
条

（
屋
根
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け

な
い
木
造
建
築
物
等
に
つ
い
て
の
法
第
八
十
六
条
の
七

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修
繕
又

は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て
は
、
当
該
木
造
建
築
物

等
に
お
け
る
屋
根
以
外
の
部
分
に
係
る
全
て
の
大
規
模

の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
と
す
る
。

第
百
四
十
四
条
の
二
の
二
中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二

第
八
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
三
項
」
に
改

め
る
。

第
百
四
十
四
条
の
二
の
三
中
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二

第
二
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項
」
に
改
め

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
百
三
十
七
条
の
二
の
四
第
一
号
ロ
の

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
九
月
三
日内

閣
総
理
大
臣

石
破

茂

政
令
第
三
百
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令

内
閣
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項
、

第
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第

二
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
及
び

低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
、
第
二
条
並
び
に
第

四
条
中
「
き
じ
」
の
下
に
「
、
エ
ミ
ュ
ー
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
四
千
三
百
円
」
の
下
に
「
、
エ
ミ
ュ
ー
に

あ
つ
て
は
五
万
二
千
円
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

政
令
第
三
百
十
号

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

一
号
）
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
五
条
の
二
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
同
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
、
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項

並
び
に
第
九
十
七
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
二
条
第
八
項
及
び
第
九
項
中
「
部
分
で
」
の
下

に
「
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
」
を
加
え
、

「
造
つ
た
」
を
「
造
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
一
号
中「
部

分
で
」
の
下
に
「
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従

い
、
」
を
加
え
、「
造
つ
た
」
を
「
造
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項

第
一
号
中
「
当
該
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
従
い
、
当
該
」
に
、「
が
準
不
燃
材
料
で
さ
れ
」
を
「
を

準
不
燃
材
料
で
し
」
に
、「
が
準
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
」

を
「
を
準
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

措
置
が
講
じ
ら
れ
た
」
に
改
め
る
。

 

29


